
用伊ij集

（ 「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等

の一部を改正する法律案」関係）

＜目次＞

【 「専門的な法律の分野」の例】…･……………‘……･……･………･…1

第4条関係 ．

【 「学識・能力・素養存酒養するだめの教育」の例】 ． ．………･……･ ･ ･……･1

【 「○○的又は○○的」の例】 ・……･ ･ ･………･………･…･…….…….，

【 「墓礎的な」の例】 ． ．…･ ･ ･……･………･ ･ ･……….…….…………，

【 「共涌して～する」の例】………･ ･ ･…･ ･……………………………3

【 「応用的な」の例】……………． ．…………….………. .…. . . . .….3

【教育内容について撰択的に履修ざサること為規序している例】………･…． ．…4

【 「段階的かつ体系的に」の例】…･…･ ･ ･…･…………………………. ､4

（第1号）

【 「○○に共通して必要とされる」の例】…….………. . ． . .‘…………. .…5

【 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識」の例 】

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・5

【 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～必要な専門的な学識」の例 ・ ・6】

【 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～必要な法的な推論の能力」の例 】

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6

【 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～泌要な～法的な分析、構成及び論
】球の能力」の例…………・………………………………………7

（第只号）

【ある能力等が別の能力等の「其購」 となるとしている例】 ・……･ ･ ･…………7

【 「法的な推論、分析及び構成に茎づいて弁論をする能力j 「弁論の能力」の例 ． ､8】

【 「法律に関する実務の甚礎的素養」の例】…･ ･ ･……….…. .……………9

新第5条関係

1

I

【 「将来の法曹としての」の例】 ・……･…………….…………………･10

【 「次に掲げる事項を公表するものとする。 」の例 ． . .….………………. . ､10】

(第1号） 、‐

【 「～する卜で求められる（能力等） 」の例】 ・……･……………. .……. . ､11

【 「学識及び能力」の例】…･ ･…･………・…………. .…….…. . . . ..…12

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法潅 茜 （連携法）関係



（第2号）

」の例】【 「成績評価」 「評価の某準 ……･………･……･………………11

【 「実施状況」の例】 ・…………………………………． ．………． ．…13

（第3号）

準」の例】【 「修了の認定」 「認定の茎 ……･………………・………･…･13

（第5号） 、’

者」の例】【 「大学院の課程を修了した …･…･ ･ ･………………･……． ．…14

例】 ‐【 「○○を修了した者の○○」の …｡ ｡………･………………………14

【 「准践」の例】 ・…………･ ･…………･……………･……………･15

例】【 「○○に関する状況｣の ． ･ ･ ･ ･………． ．………． ．……………･ ･ ･…15

（第6号）

【杵書において「次に掲げる事項を公表するものと る。 」 とす する条項の冬 の号列挙最

事項」 としている例】後を「その他○○省令で定める …・…………・………16

新第6条～第8条関係（協定スキーム総論）

【協定スキームの例1

【協定スキームの例2

【協定スキームの例3

【協定スキームの例4

新第6条第1項関係

参考用例①】新第6条～第8条の構浩の …･ ･ ･ ･ ・…･……16
●

参考用例②】新第6条～第8条の構造の ………………18

結」の例】「AはBシ協定を締 …………・…………･19

「○○に ………・…………20関する協定表締結」の例】

【 「○○における教育との円滑な接続」の例】……･……………･…･…･ ･ ･ ･22

【課程表「置く」の例】 ・…･………･ ･ ･………． ．………･………･ ･ ･ ･…23

【 「教育の実施」の例】………･………． ．……………･……………･ ･23

｣,」 関係

(第1号）

【 「○○協定の目的となるA(以下「A' 」 という。 ） 」の例】……･ ･ ･……･ ･ ･24

(第2号）

【 「～な教育を行うための教育課程の編成」の例】 ・……． ｡…………． ．……･24

(第4号）

【 「○○の実施のための泌要な協力」の例】…･……． ．…･……･ ･ ･ ･……･…'5

(第5号）

【 「 （人）左対象ルする○○」の例】…･……･………………･……･…･ ･25

【 「入学者撰抜」の例】…． ．………･……･……………･……………･26

【協定の認定要件について「A項の認定に係る申請が（要件）に該当するときは～認定

存する」と規序しつつ、A項では「 …………26申請」の文言を用いていない例】

(第2号）

【 「単位の修得」の例】……………･…･……･ ･……………………･ ･27

【 「修得の状況」の例】 ・…･…･………． ．…………………･…･…． ．…27



【 「状況券踏まえた」の …………………………. .………………28例】

（第3号）

【 「○○の不利補少なる」の例】 ・……･ ･……………………………….28

【 「～とならないよう配慮」の例】 】…･ ･ ･……･…………………. .……29

【 「配慮されたものであること。 」の例】 】……･…． ｡……….………. . ‘ . ､29

（第4号）

【 「○○に資するものとして○○省令で序める其準に滴合するものであること。 」の例 】
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・30新第8条関係

【協定の認定の取消事由として、認定某準への不滴合及び協定内容の不履行を規岸して

いる例】…･……･ ･ ･……･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ・……・……･ ･ ･….…….….…….30

（第1号）

【 「第○条第○項の変更の認走があったときは、その変更後のもの」の例】……･ ･31

【 「 （次号及び第○条第○項において「○○」 という。 ） 」の例】…･…………31

【 「各号のいずれかに滴合しなくなったと認めるとき」の例】 ・………….……32
（第2号）

【 「正当な理由がないのに～滴切に実施されていないと認めるとき」の例】……･ ･32

新第9条関係

【Aしようとする聿体に対する、Aの準備のための援助（協力）について している規定

例】 ． ．…………………． ．…．.…･ ･ ･ ･…･ ･ ･…………………･……33

【 「課程の教育課程」の例……． ．………・………･…･…………･ ･ ･…33】

【 「参考となる情報の（御提供 .…･………………．．…………･34」の例】

新第10条関係

【 「 （対象）の（動作件名詞）及び対 の（象） （動作件名詞）に資するよう」の例】

． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ・ ・ ・34■

【 「入学者の滴性の滴確な評価及び様の 」の例………………:, ．…･35多性確保 】

【 「実施方法、実施時期」の例 ． . .……………….……….…………･ ･35】
イ

【 「。○に対する滴切な○○を（する 」の ……. . . ．…………….……36） 例】

(第1号）

【 「就業者」の例】…. .….…. .…….…….…….….……. .………･ ･36

【 「職業経験」の例】….…. .….………………. . . .……….……. ．…37

(第2号）

【 「 （学問分野）存履修する課程」の例…….………….….….…. .…･ ･37】

【 「課程以外の課程」の例】 ．…….…．…….…………． . .…………・…38

【 「○○は、

らない。 」

するときは、○○が○○を踏まえたものとなるよう意左いなければな用
～

の例】……． ．……………………･…･………….……. ､38



．。 2条第3項関係

【 「○○については、○○を含めて行うものとする。 」の例】…･…･ ･ ･ ･…． ．…･39

【 「協定の目的となっている○○」の例】…･……………….…. . .………39

【 「○○において○○が行うこととされている○○」の例】………･ ･ ･…….…40

【実施状況存評価することとしている例】…･………･ ･ ･……………….…40

‘,」 3条第3 関係

【 「 （法律）に規定する(A省令）を定め、又はこれを改廃しようとするとき」にA大

臣がB大臣に通知し、B大臣が意見を述べることができるとしている例」 】 ･ ･ ･…41

.」 3条第5関係

【大臣間で相頁に協議する手続存定めている例】………. .….………. .……41

【 「収容炉員の総数」の例】 ． ．………･…． ．……･…….…. . . .…………41

【 「必要があると認めるときは～相万に協議」の例】………． ．…･ ･ ･ ･…….…41

【 「必要があると認めるときは、○○の意見菱聴くことができる」の例】…･ ･…･ ･43

2条第2 関係

【同一条項中において、指し示す対象の異なる「これ」を2回用いている例…･ ･ ･44】

【 「○○に墓づき○○と認める」の例】 ・ ・ ・…･………･…･…･ ･……． ．……44

【 「～するにふまわしい（能力等） 」の例】……･……………･ ･…………45

【 「能力及び資質」の例】…･ ･…・…･…………・……･…･…・ ・ ・……･ ･ ･45

司法試験法関係

2,列 －－ 2項関係

(第1号）

【 「課程に在学する者」の例】 ． . .…. .……. .…. ｡….…. ． . . . .…………･ ･46

【法律において、学校教育における科目の単位の修得が国家資格試験における取扱いと
結び付けられている例】 ．……･…｡ .………………｡ . . . . .…･……･…･46

(第1号イ）

【 「所定○○」の例】 】……………………………｡ ． . .…………･…･47

【 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力券有す
0

】るかどうかを」の例………．…．……………． ．…………・……・…48

科目の単位」の例】………. ． ．………･48【 「必要なものとして○○省令で定める

(第1号ロ）

【 「行われる日」の例】…….………………． .………………･…･…･49

【 「日の属する年の○月○日から」の例】………….……………………･49

【 「一年以内に修了する見込みがある」の例】 ． .…….………….…. . .……50

I

一

交教育法関係



(第2号）

【 「○○に在学している …｡ ．……･…･….…………………･50問に」の例】

貝関個

【 「～場合における○○の規忘の滴用については、 「～」 とあるのは、 「～」と読み替
えるものしする。 」の例…………………・……………………．…51】

新第4条第4項関係

Ｉ
Ｉ
｢課程葬退 …………・ ・ ・…………………．……． .………51学」の例 】

「～した（ 後の期間存除く。 ……．．…………………………51） 」の例 】

第1 関係 0

【○○の規序により試験表受け、これに合格しか者の例】 ･ ･ ･……………. . ．…53

【 「その合格発表の日」の例】 ･ ･ ･…………･…･………….……. .…….53

【 「法科大学院（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十九 二に条第項規序

する専門職大学院であって、法曹に卿要な識及び能力左培学 うことを目的とするもの

）の課程存修了した」の例】 ・………･…･………･…･…． ．……54をいう。

『萠砿願附則関係

条関伊肘則穿

【施行期日に係る附則において「第A条第Bの項改下規」庁とすることで、 第円項中の

文言左改める部のみ為 、分 特定し、第A条に係るの他改F事項左含まないこととしてい

る例】 ・……． ．…………･…･ ･……………………･…………･…55●

Ｉ

肘則第2第1 関係

【 「改正後の○○の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、～前に

おいても、○○の例により行うことができる」の例】 ・………………･……56

【A法の一部改正を本則の複数条で行う場合において、当該一部改正法の附則において

A法の略称を「第○条改正後A'法」 としている例】…･ ･ ･ ･ ． ．…･………･…56

【 「 （主体）の（行為）等に関する法律」の略称を「 （行為）法」 としている例】

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・57

叩 、層 一ゞ第2項関係

（する）ものとする。 」の例】【 「○○は、～しようとするときは、～ ．．…･……57

【 「『の場合において、A大臣は、B大臣に対し、必要な意見を述べることができる。

」の例】……･………･……･…･…･…･……………･…･………･58

…、

熱る 1所法関係



附則第3条関係

【 「法務大臣は、○○の ～の規忘による改F後の司法試験法 法務省令券制定しようとす
るしきは、○○の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見左聴くことが

できる。 」の例…・・…………………・………………………….59】

【 「附則第○条に掲げ の ． ～ことができる」の例】る規定旅行の日前においても、

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・59

条関傷

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

｢司法修習牛〃なる資格をた」の ………………………．…….…60得 例】

「 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ． 、60資格存得方者」の例】

｢高等試験司法科試験に合格した ……・……． ．……………．…61者」の例】

｢試験に合格した者存除く。 」の ．………………．………． ．………61例】 ｡ ・ ・ ・ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・61

ら

ノ



【連携法第2条第1号関係】
対象用例： 「専門的な法律の分野」の例

○
司
法
試
験
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁

護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法

的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
憲
法

二
民
法

三
刑
法

２
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士

と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的
な
分

析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を

い
声
フ
。
）

二
民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分

野
の
科
目
を
い
う
。
）

三
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科

目
を
い
う
。
）

四
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

【連携法第4条関係】
対象用例： 「学識・能力・素養を酒養するための教育」の例

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層

の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ

り
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広

範
な
国
民
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的

な
法
律
知
識
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間

性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成

に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

い
、
少
人
数
に
よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

曹
と
し
て
の
実
務
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁

論
の
能
力
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、

及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
慮

い
、
少
人
数
に
よ
る
密
度
の

曹
と
し
て
の
実
務
に
必
要
な

論
の
能
力
を
含
む
。
次
条
第

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基

理
論
的
か
つ
実
践
的
な
教
育

で
厳
格
な
成
績
評
価
及
び
修

二
・
三
（
略
）

務
の
基

ノ

礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の

な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上

及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

－1 －



【連携法第4条関係】
対象用例： 「○○的又は○○的」の例

（
財
務
総
合
政
策
研
究
所
）

第
六
十
七
条
財
務
総
合
政
策
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

一
財
務
省
の
所
掌
に
係
る
政
策
そ
の
他
の
内
外
財
政
経
済
に

関
す
る
副
鬮
洲
制
創
脚
剰
司
剛
な
調
査
及
び
研
究
並
び
に
資
料
、

情
報
及
び
図
書
の
収
集
、
保
管
、
編
集
及
び
提
供
を
行
う
こ

‐
ン
」
◎

二
内
外
財
政
経
済
に
関
す
る
基
礎
的
又
は
総
合
的
な
統
計
を

作
成
す
る
こ
と
。

三
～
六
（
略
）

２
．
３
（
略
）

○
財
務
省
組
織
令

（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）

【連携法第4条関係】
対象用例： 「基礎的な」の例

第
四
十
九
条
の
六
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
け
る
教
育

は
、
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
目
的
の
う
ち
、
心
身
の
発

達
に
応
じ
て
、
義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
の
う
ち

基
礎
的
な
も
の
を
施
す
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
程
度

に
お
い
て
第
二
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
よ
う

行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
義
務
教
育
学
校
は
、
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
、

義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
を
基
礎
的
な
も
の
か
ら

一
貫
し
て
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
学
校
教
育
法

｝

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
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【連携法第4条関係】
対象用例： 「共通して～する」の例

（
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
）

第
百
七
条
市
町
村
は
、
地
域
福
祉
の

て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
一
体
的
に
定

村
地
域
福
祉
計
画
」
と
い
う
。
）
を

の
と
す
る
。

一
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
の
福
祉

の
福
祉
そ
の
他
の
福
祉
に
関
し
、

事
項

二
～
五
（
略
）

２
．
３
（
略
） 地

域
福
祉
計
画
）

市
町
村
は
、
地
域
福
祉
の

○
社
会
福
祉
法

推
進
に
関
す
る
事
項
と
し

げ
る
事
項
を
一
体
的
に
定
め
る
計
画
（
以
下
「
市
町

祉
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
も

○

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

土
〈

、

障
害
者
の
福
祉
、
児
童

通
し

て
取
り
組
む
べ
き

【連携法第4条関係】
対象用例： 「応用的な」の例

第
八
十
三
条
大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授

け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、

道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
二
前
条
の
大
学
の
う
ち
、
深
く
専
門
の
学
芸

を
教
授
研
究
し
、
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の

実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
は
、
専
門
職
大
学
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

○
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
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【連携法第4条関係】

対象用例：教育内容について選択的に履修させることを規定している例

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
法
第
二
十
二
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情

は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
条
の
政
令
で

定
め
る
数
は
、
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
の
別
に
従

い
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
特
別
の
事
情
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

○
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
岸
瓦
数
の
標
準
等
に
関

す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）

【連携法
対象用例

第4条関係】

「段階的かつ体系的に」の例

（
職
業
能
力
開
発
促
進
の
基
本
理
念

第
三
条
労
働
者
が
そ
の
職
業
生
活
の

す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
で
き
る
よ

の
安
定
及
び
労
働
者
の
地
位
の
向
上

と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展

る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
法
律
の

開
発
及
び
向
上
の
促
進
は
、
産
業
構

そ
の
他
の
経
済
的
環
境
の
変
化
に
よ

対
す
る
労
働
者
の
適
応
性
を
増
大
さ

て
の
円
滑
な
再
就
職
に
資
す
る
よ
う

計
に
配
慮
し
つ
つ
、
そ
の
職
業
生
活

○
職
業
能
ナ
開
発
促
進
法

的
か
つ
体
系
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
基

↓

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
基
本
理
念
）

職
業
生
活
の
全
期
間
を
通
じ
て
そ
の
有

揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
職
業

地
位
の
向
上
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る

社
会
の
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職
業
能
力
の

は
、
産
業
構
造
の
変
化
、
技
術
の
進
歩

の
変
化
に
よ
る
業
務
の
内
容
の
変
化
に

性
を
増
大
さ
せ
、
及
び
転
職
に
当
た
つ

資
す
る
よ
う
、
労
働
者
の
職
業
生
活
設

の
職
業
生
活
の
全
期
間
を
通
じ
て
段
階

れ
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
す
る
。

－4－

一

項

高
等
学
校
類の学
等種校

徒
の
選
択
に
よ
る
こ
と
を
旨
と

し
て
総
合
的
に
履
修
さ
せ
る

学

科
（
以
下
「
総
合
学
科
」
と
い

声

フ
。

ー

普
通
教
育
に
関
す
る
科
目
及
びＩ

専
門
教
育
に
関
す
る
科
目
を
生

学
科

■
。

法
第
九
条
、
第

十
一
条
又
は
第

十
二
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し

た
数
に
加
え
る

数
当
該
学
科

の
生
徒
の
収
容

定
員
等
を
考
慮

し
て
文
部
科
学

大
臣
が
定
め
る

数 加
減
す
る
数



【連携法第4条関係（第1号） 】
対象用例： 「○○に共通して必要とされる」 ･の例

（
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
）

第
二
百
十
八
条
先
進
技
術
推
進
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

○
防
衛
省
組
織
令

2

二 一
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
術
（

と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
並
び
に
放
射

線
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
対
処
す
る
た
め
の
技
術
に
係
る

考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の

作
成
に
関
す
る
こ
と
。

～
五
（
略
）

（
略
）

（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）

【連携法第4条関係（第1号） 】

対象用例： 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識」の例

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁

護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法

的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
憲
法

な
推
論
の
能

し
、
次
に
掲

憲
法

○
司
法
試
駿
怯

2

析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を

い
シ
フ
。
）

二
民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分

野
の
科
目
を
い
う
。
）

三
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科

目
を
い
う
。
）

四
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

一
一
一

一
一

民
法
刑
法

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

顛
倒
理
ロ
ロ
ー
埠
坏
壷
辱
古
口
［
Ｘ
１
．
ａ
命
臥
鐸
醗

並
び
に
法
的
な
分
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【連携法第4条関係（第1号） 】

対象用例： 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～必要な専門的な学識」の例

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁

護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法

的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
憲
法

な
推
論
の
能

し
、
次
に
掲

憲
法

2

析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を

い
』
フ
。
）

二
民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分

野
の
科
目
を
い
う
。
）

三
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科

目
を
い
う
。
）

四
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

一
一
一

一
一 ○

司
法
試
験
法

民
法
刑
法

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

》
者
に
必
要
な
専
開
虻
な
学
識

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

敵
胤
自
、
浅
壷
扉
古
目
又
ｊ
斥
灌

並
び
に
法
的
な
分

【連携法第4条関係（第1号） 】

対象用例： 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～必要な法的な推論の能力」の例

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

○
司
法
試
騎
法

的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
憲
法

二
民
法

三
刑
法

２
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士

と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的
な
分

析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目
を

い
戸
フ
。
）

二
民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分

野
の
科
目
を
い
う
。
）

三
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の
科

目
を
い
う
。
）

四
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

ｌ

専
門
的
な
法
律
知
識
及
び
法

醸
凹
里
呂
、
込
決
志
歪
一
日
［
ｘ
、
ゴ

－6－
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【連携法
対象用例

第4条関係（第1号） 】

「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に～必要な～法的な分析、構成及
び論述の能力」の例

（
司
法
試
験
の
試
験
科
目
等
）

第
三
条
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は

弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
法
律
知
識
及

び
法
的
な
推
論
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

○
司
法
試
験
法

｜
憲
法

二
民
法

三
刑
法

２
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
公
法
系
科
目
（
憲
法
及
び
行
政
法
に
関
す
る
分
野
の
科
目

を
い
う
。
）

二
民
事
系
科
目
（
民
法
、
商
法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る

分
野
の
科
目
を
い
う
。
）

三
刑
事
系
科
目
（
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
分
野
の

科
目
を
い
う
。
）

四
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令

で
定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一

科
目

な
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力

ｌ

士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
な
学
識
並
び
に
法
的

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護

【連携法

対象用例
第4条関係（第2号） 】

ある能力等が別の能力等の「基盤」 となるとしている例

別
表
（
第
三
条
関
係
）

○
採
用
試
騒
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確

保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

－7－

総
合
試
験
職

院
卒
程
度
の
者

一
人
文
科
学
、
社
会
科
学
又
は
自
然
科
学
の

い
ず
れ
か
の
分
野
に
お
け
る
特
定
の
専
門
領

域
に
関
す
る
知
識
又
は
技
術
及
び
そ
の
関
連

領
域
に
お
け
る
知
識
を
備
え
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
に
係
る
応
用
能
力
を
備
え
て
い
る
こ

と
◎

’

二
困
難
な
課
題
を
解
決
で
き
る
論
理
的
な
思

割
刮
刈
刎
剥
剛
判
削
到
到
剰
刈
そ
の
他
総
合
的
か

’

つ
高
度
な
能
力
並
び
に
適
切
か
つ
効
果
的
に

ｌ

説
明
及
び
討
議
を
行
う
能
力
を
備
え
て
い
る

ｰ

ー

と
◎

三
１

礎
的
な
外
国
語
の

と
◎

四
・
五
（
略
）

能

力
を
備
え
て
い
る
こ



【連携法第4条関係（第2号） 】
対象用例： 「法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力」 「弁論の能力」の例

○
司
法
試
験
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）

第
五
条
司
法
試
験
予
備
試
験
（
以
下
「
予
備
試
験
」
と
い

う
。
）
は
、
司
法
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
並
び

に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
有
す
る
か
ど
う
か
を

判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
短
答
式
及
び
論
文
式
に
よ
る
筆

記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２
．
３
（
略
）

４
口
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
法
的
な

法
的
な

る
か
ど
う
か
の
判
定
に
意
を
用
い
、
法
律
実
務
基
礎
科
目
に
つ

い
て
行
う
。

５
（
略
）

附
塑
油

を
有
す

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の
進
展
そ

の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自
由
か
つ
公
正
な

社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要

な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で

き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊

か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す

る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ

な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民
の

き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識
、
幅
広
い

か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の

る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ

○
法
科
大
学
院
の
教
菅
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

れ
る
も
の
と
す
る
。

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二

第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職

必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目

下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成
の

と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創
意
を
も
つ

な
評
価
及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た

少
人
数
に
よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り

務
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律

養
を
酒
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践

し
、
そ
の
上
で
厳
格
な
成
績
評
価
及
び
修

二
・
三
（
略
）

法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律

す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核

創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者

に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学

授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次
条

に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素

的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施

了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

第
二
十
六
号
）

っ
て
、
法
曹
に

の
を
い
う
。
以

的
な
教
育
機
関

の
適
性
の
適
確

者
選
抜
を
行
い
、

曹
と
し
て
の
実

を
含
む
。
次
条

務
の
基
礎
的
素

－8－



【連携法第4条関係（第2号） 】
対象用例： 「法律に関する実務の基礎的素養」の例

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層

の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ

り
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広

範
な
国
民
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的

な
法
律
知
識
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間

性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成

に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

い
、
少
人
数
に
よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

曹
と
し
て
の
実
務
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁

論
の
能
力
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

し
て
、
各
法
科

の
適
確
な
評
価

学
者
選
抜
を
行

り
、
将
来
の
法

応
用
能
力
（
弁

同
じ
。
）
並
び

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
違
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

一

一

・で理に論曹い及大曹目
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
掴
養
す
る
た
め
の

論
的
か
つ
実
践
的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上

厳
格
な
成
績
評
価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

三
（
略
）

養
す
る
た
め
の

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）

第
五
条
司
法
試
験
予
備
試
験
（
以
下
「
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
司

法
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同

等
の
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素

養
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
短
答
式
及
び
論

文
式
に
よ
る
筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２
（
略
）

３
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に
合
格
し
た

者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
前
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目

論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験

に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科

前
項
各
号
に
掲
げ
る
科

○
司
法
試
験
法

4
●

一
一

法
律
実
務
基
礎
科
目
（

の
経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

５
（
略
）

I

る
も
の

。
）

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
科
目
を
い

僕
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
篝

（
実
務

－9‐



【連携法新第5条関係】
対象用例： 「将来の法曹としての」の例

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層

の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ

り
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広

範
な
国
民
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的

な
法
律
知
識
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間

性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成

に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

い
、
少
人
数
に
よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
違
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

曹
と
し
て
の
実

論
の
能
力
を
含

に
法
律
に
関
す

た
め
の
理
論
的

そ
の
上
で
厳
格

二
・
三
（
略
）

務
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁

む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
酒
か
ん
養
す
る

か
つ
実
践
的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、

な
成
績
評
価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

【連携法新第5条関係】

対象用例： 「次に掲げる事項を公表させるものとする。 」の例

（
自
主
解
散
型
基
金
が
解
散
す
る
場
合
に
お
け
る
責
任
準
備
金

相
当
額
の
特
例
）

第
十
一
条
（
略
）

２
～
７
（
略
）

８
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
当
該
自
主

解
散
型
基
金
か
ら
減
額
責
任
準
備
金
相
当
額
を
徴
収
す
る
と
き

9 ○
厚
生

0

一は解
、冬〃－

一
一
一

一
一

当
該
自
主
解
散
型
基
金
の
名
称

当
該
自
主
解
散
型
基
金
の
責
任
準
備
金
相
当
額
及
び
減
額

責
任
準
備
金
相
当
額

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
略
）

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

附
則
（
平
成
二
五
年
六
月
二
六
日
法
律
第
六
三
号
）
抄

年
金
保
険
法

－10－



【連携法新第5条第1項関係（第1号） 】
対象用例： 「○○する上で求められる（能力等） 」の例

（
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
）

第
三
条
採
用
試
験
（
法
第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
採
用
試

験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
、
国
民
の
立
場
に
立
ち
、
高
い
気
概
、
使
命
感
及
び
倫
理

感
を
持
っ
て
、
多
様
な
知
識
及
び
経
験
に
基
づ
く
と
と
も
に
幅
広

い
視
野
に
立
っ
て
行
政
課
題
に
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
、
国
民

の
信
頼
に
足
る
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
行
政
の
総
合
的
な
推
進
を

担
う
職
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
技
能
、
能
力
並
び
に

資
質
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
別
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
競
争
試
験
で
あ
っ
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
ご
と

に
行
う
そ
れ
ぞ
れ
の
採
用
試
験
に
お
い
て
は
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
の

採
用
試
験
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
者

を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

○
採
用
試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
櫛
用
試
験
に
よ
り
確
保

す
べ
き
人
材
に
関
す
る
政
令（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

験採校安海|別
上
保
高
卒
程

大
学
度
の
者

学
生
用
試

表
（
第
三
条
関
係
）

一
一

一

海
上
保
安
業
務
の
分
野
に
係
る
業
務
を

遂
行
す
る
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修

得
す
る
上
で
基
礎
と
な
る
知
識
及
び
能
力

と
し
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ
数
学
、
物
理
及
び
英
語
の
知
識
並
び

に
論
理
的
な
思
考
力
及
び
表
現
力

ロ
数
学
、
化
学
及
び
英
語
の
知
識
並
び

に
論
理
的
な
思
考
力
及
び
表
現
力

採
用
後
の
研
修
又
は
職
務
経
験
を
通
じ

て
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
知
識
並
び

に
論
理
的
な
思
考
力
及
び
表
現
力
の
向
上

1

’

て
い
る
こ
と
。

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
採
用

試
験
の
種
類
の
全
て
を
通
じ
て
備
え
て
い

る
べ
き
知
識
、
能
力
等
を
備
え
て
い
る
こ

‐
ン
」
。

一
一
‐
一

が
見
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
海
上
保
安
業

務
の
分
野
に
係
る
業
務
を
遂
行
す
る
に
必

要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
及
び
向
上
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

職
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
身
体
の
状
況
に
あ
る
こ
と
及
び
職
務
を

を
備
え

‐11 －



（

【連携法新第5条関係（第1号） 】
対象用例： 「学識及び能力」の例

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層

の
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ

り
自
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の

果
た
す
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広

範
な
国
民
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的

な
法
律
知
識
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間

性
及
び
職
業
倫
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成

に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

｜
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

十
六
号
）
第
九
十
九

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
追
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

一
一

で
あ
っ
て
、
法
曹
に

目
的
と
す
る
も
の
を

曹
の
養
成
の
た
め
の

大
学
院
の
創
意
を
も

及
び
多
様
性
の
確
保

い
、
少
人
数
に
よ
る

曹
と
し
て
の
実
務
に

論
の
能
力
を
含
む
。

に
法
律
に
関
す
る
宝

た
め
の
理
論
的
か
つ

そ
の
上
で
厳
格
な
成

・
三
（
略
）

で
あ
っ
て
、
法
曹
にを
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁

・
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

実
務
の
基
礎
的
素
養
を
酒
か
ん
養
す
る

つ
実
践
的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、

成
績
評
価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

【連携法新第5条関係（第2号） 】
対象用例： 「成績評価」 「評価の基準」の例

（
内
閣
官
房
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
二
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
の
基

準
及
び
方
法
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
官

房
令
で
定
め
る
。

○
人
事
評
価
の
基
準
、
方
法
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
十
一
号
）

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
（
略
）

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成

の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創

意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の

確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ

る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
に

必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
・

基
礎
的
素
養
を
酒
か
ん
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践
的
２

１
１

な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
厳
格
な
成
績
評
価
及
ゞ

び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

二
・
三
（
略
）

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）



～

【連携法新第5条関係（第2号） 】

対象用例： 「実施状況」の例

（
運
用
の
状
況
の
報
告
）

第
十
四
条
法
第
六
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
的
な

報
告
は
、
毎
年
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。一
前
年
度
に
お
け
る
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
お
け
る
育
成
の
対

象
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
の
実
施
状
況

二
前
年
度
に
お
け
る
課
程
対
象
者
に
つ
い
て
引
き
続
き
課
程
対

象
者
と
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
の
実
施
状
況

三
～
五
（
略
）

２
（
略
）

○
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
一
号
）

~

【連携法新第5条関係（第3号） 】
対象用例： 「修了の認定」 「認定の基準」の例

○
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）

（
認
定
）

第
八
条
（
略
）

２
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
（
略
）

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成

の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創

意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の

確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ

る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
に

必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の

基
礎
的
素
養
を
酒
か
ん
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践
的

な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
厳
格
な
成
績
評
価
及

養
成
の
創
性
の
に
よ
務
に
。
次
務
の
践
的

項
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五
（
略
）

３
～
５
（
略
）

び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

二
・
三
（
略
）

ゞ

価
及
咽1■■



【連携法新第5条関係（第5号） 】
対象用例： 「大学院の課程を修了した者」の例

第
百
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
大
学
院
（
専
門
職
大
学
院
を
除
く
。
）
の
課
程
を
修

○
学
校
教
育
法

の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
学
位

を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
。

４
～
８
（
略
）

了
し
た
者
に
対
し
修
士
又
は
博
士
の
学
位
を
、
専
門
職
大
学
院

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

！

【連携法新第5条関係（第5号） 】
対象用例： 「○○を修了した者の○○」の例

（
沖
縄
の
学
校
の
卒
業
者
の
卒
業
資
格
等
）

第
九
十
五
条
（
略
）

２
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
沖
縄
の
学
校
教
育
法
の

施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
沖
縄
に
存
在
し
た
学
校
で
学
校

教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
に
お
け
る
教
育
に
相
当
す
る

○
沖
縄
の
様
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

了
し
た
者
の
資
格
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
。

３
～
６
（
略
）

教
育
を
行
っ
た
も
の
を
卒
業
し
、

又
は
そ
の
課
程
の
一
部
を
修

‐14－



【連携法
対象用例

新第5条関係（第5号） 】
「進路」の例

第
五
十
一
条
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
前
条
に
規
定
す
る

目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
よ
う

行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
（
略
）

二
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使
命
の
自
覚

に
基
づ
き
、
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
決
定
さ
せ
、
一

般
的
な
教
養
を
高
め
、
専
門
的
な
知
識
、
技
術
及
び
技
能
を

習
得
さ
せ
る
こ
と
。

三
（
略
）

○
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

【連携法
対象用例

新第5条関係（第5号） 】
「○○に関する状況」の例

（
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
）

第
八
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
は
、
一
般
事
業
主
行
動
計

画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
採
用
し
た
労
働
者
に
占
め
る
女

性
労
働
者
の
割
合
、
男
女
の
継
続
勤
務
年
数
の
差
異
、
労
働
時

間
の
状
況
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働

性
労
働
者
の
割
合
、

間
の
状
況
、
管
理
的

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）

、
、
０

Ｖ
４
～
８

お
け
る
活
躍
に
関
す
る
状
況
を
把
握
し
、
女
性
の
職
業
生
活
に

お
け
る
活
躍
を
推
進
す
る
た
め
に
改
善
す
べ
き
事
情
に
つ
い
て

分
析
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
勘
案
し
て
、
こ
れ
を
定
め
な
け
・

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
の
目
標
胆

に
つ
い
て
は
、
採
用
す
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
一

合
、
男
女
の
継
続
勤
務
年
数
の
差
異
の
縮
小
の
割
合
、
労
働
時

間
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割

合
そ
の
他
の
数
値
を
用
い
て
定
量
的
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

者
の
割
合
そ
の
他
の

～

へ

略
…



【連携法新5条関係（第6号） 】

対象用例：柱書において「次に掲げる事項を公表するものとする。 」 とする条項の各号列挙
の最後を「その他○○省令で定める事項」 としている例

附

（
自
主
解

金
相
当
額

第
十
一
条

８
厚
生
労

主
解
散
型

と
き
は
、

一
当
該

二
当
該

額
責
任

４
～
９

○
厚
生
年
金
保
険
法

一
一
一

へ

略
一

自
主
解
散
型
基
金
の
名
称

自
主
解
散
型
基
金
の
責
任
準
備
金
相
当
額
及
び

準
備
金
相
当
額

則
（
平
成
二
五
年
六
月
二
六
日
法
律
第
六
三
号

散
型
基
金
が
解
散
す
る
場
合
に
お
け
る
責
任
準

の
特
例
）

（
略
）

働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
当
該

基
金
か
ら
減
額
責
任
準
備
金
相
当
額
を
徴
収
す

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

減 る自 備一 、-〃

【連携法新第6条～第8条関係（協定スキーム総論） 】
対象用例：協定スキームの例1 ：本法案第6条～第8条の構造の参考用例①

（
環
境
保
全

第
二
十
一
条

4

笥
伽
測
判
鬮
鼎
矧
剴
洲
劉
謝
科
引
受
刷
副
引
到
剥
倒
ｑ
割
引
。

２
前
項
の
認
定
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
保
全
利
用
協
定
に

参
加
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
代
表
者
（
以
下
「
協
定
代
表
者
」

と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係
る
案
内
及
び
助
言
を
業
と

し
て
行
う
者
で
、
そ
の
者
以
外
に
当
該
環
境
保
全
型
自
然
体
験

活
動
に
係
る
案
内
及
び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
者
が
な
い
と
認
》

め
ら
れ
る
区
域
に
お
い
て
当
該
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
焔

係
る
案
内
及
び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
も
の
（
以
下
「
単
独
事
』

業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
単
独
で
保
全
利
用
協
定
を
定
め
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
沖
縄
振
賢
特
別
措
置
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

（
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係
る
保
全
利
用
協
定
）

も
の
と
す
る
。

一
保
全
利
用
協
定
の
対
象
と
な
る
土
地
の
区
域
（
以
下
「
協

定
区
域
」
と
い
う
。
）

二
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の

実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

四
保
全
利
用
協
定
の
有
効
期
間

五
保
全
利
用
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

六
そ
の
他
必
要
な
事
項

I
）

沖
縄
に
お
い
て
環
燈
慮
腱
雪
型
白
刷
醐
州
駒
潤
割
劉
叫
側



、…

８
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
全
利
用
協
定

に
関
し
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
の
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
適
正

な
推
進
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
保

全
利
用
協
定
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

９
沖
縄
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
環
境
保
全
型
自

然
体
験
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
、
沖
縄
を
来
訪
す
る
観
光
旅
客
そ

の
他
の
者
に
当
該
認
定
に
係
る
保
全
利
用
協
定
の
内
容
に
つ
い
て
周
知
す

一
沖
縄
振
興
計
画
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
協
定
区
域
内
に
お
い
て
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係
る
案
内
及

び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
者
の
相
当
数
が
保
全
利
用
協
定
に
参
加
し
て

い
る
こ
と
。

三
協
定
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
上
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他

環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
適
正
な
推
進
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
保
全
利
用
協
定
の
内
容
が
不
当
に
差
別
的
で
な
い
こ
と
。

五
保
全
利
用
協
定
の
内
容
が
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

６
沖
縄
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
保
全
利
用

協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

７
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
協
定
区
域
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
通
知
し
、
期
間
を
指

定
し
て
当
該
市
町
村
長
の
自
然
環
境
の
保
全
そ
の
他
の
環
境
保
全
型
自
然

体
験
活
動
の
適
正
な
推
進
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

5
い
◎

淡
の
各
号
の
い
ず
れ

◎

（
勧
告
）

第
二
十
三
条
沖
縄
県
知
事
は
、
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
が
認
定
協
定

（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。

以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
当

該
認
定
協
定
に
係
る
協
定
区
域
内
に
お
け
る
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
ゞ

の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
Ⅳ

認
定
協
定
に
係
る
協
定
代
表
者
又
は
単
独
事
業
者
に
対
し
て
、
環
境
保
全
》

型
自
然
体
験
活
動
の
実
施
の
方
法
の
改
善
、
当
該
認
定
協
定
の
変
更
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
全
利
用
協
定
の
変
更
）

第
二
十
二
条
協
定
代
表
者
及
び
単
独
事
業
者
は
、

（
認
定
の
取
消
し
）

第
二
十
四
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
協
定
代
表
者
又
は
単
独

事
業
者
が
当
該
勧
告
に
従
い
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
沖

縄
県
知
事
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
、
協
定
代
表
者
又
は
単
独
事
業
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ

定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
と
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

坤
た
事
囑
を
変
更
し
上

前
条
第
一
項
の
認
定
を

唾



【連携法新第6条～第8条関係（協定スキーム総論） 】
対象用例：協定スキームの例2：本法案第6条～第8条の構造の参考用例②

（
都
市
利
便
増
進
協
定
の
認
定
基
準
）

第
七
十
五
条
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定

が

で

き
る
◎

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法

2

め
る
も
の
と
す
る
。

一
都
市
利
便
増
進
協
定
の
目
的
と
な
る
都
市
利
便
増
進
施
設

の
種
類
及
び
位
置

二
前
号
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理

の
方
法

三
第
一
号
の
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管

理
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

四
都
市
利
便
増
進
協
定
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
の

手
続

五
都
市
利
便
増
進
協
定
の
有
効
期
間

六
そ
の
他
必
要
な
事
項

I
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）

（
以
下
「
協

第
七
十
七
条

（
都
市
利
便
増
進
協
定
の
変
更
）

第
七
十
六
条
土
地
所
有
者
等
又
は
号

定
さ
れ
た
都
市
再
生
推
進
法
人
は
、

土
地
所
有
者
等
又
は
第

2

協
定
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

一
認
定
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
が
第
七
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

二
認
定
都
市
利
便
増
進
協
定
の
目
的
と
な
る
都
市
利
便
増
進
施
設
の
一

体
的
な
整
備
又
は
管
理
が
当
該
認
定
都
市
利
便
増
進
協
定
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
従
い
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

は
、
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

定
の
認
定
」
と
い
戸
買
』
）
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
都
市
利
便
増
進
協
定
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
協
定
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部
分
が
都
市
利
便
増
進
協
定
に
参
加
し
て
い

プ
（
》
｝
」
，
ン
」
◎

二
都
市
利
便
増
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、
第
四
十
六
条
第

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
都
市
利
便
増
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
協
定
の
認
定
の
取
消
し
）

百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

ノ

ひ
グ
ー
タ
ロ
ロ
石
７

協
定
の
認
定
を
受
け
た
都
市
利
便
増

。

◎

。

‐18－
■



【連携法新第6条～第8条関係（協定スキーム総論） 】
対象用例:協定スキームの例3 「AはBと協定を締結」の例

（
樹
木
等
管

第
三
十
八
条

号
に
掲
げ
る

○
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

一
樹
木
等
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
樹
木
（
以
下
「
協
定
樹

木
」
と
い
う
。
）
又
は
樹
林
地
等
の
区
域
（
以
下
「
協
定
区

域
」
と
い
う
。
）

二
協
定
樹
木
又
は
協
定
区
域
内
の
樹
林
地
等
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
「
協
定
樹
木
等
」
と
い
う
。
）

の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
協
定
樹
木
等
の
保
全
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の

整
備
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
整
備
に
関

す
る
事
項

四
樹
木
等
管
理
協
定
の
有
効
期
間

五
樹
木
等
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

２
樹
木
等
管
理
協
定
に
つ
い
て
は
、
協
定
樹
木
等
の
所
有
者
等

の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
人
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）
は
、
当
該
事
項
に
係
る
樹
木
保
全
推
進
区
域
内

の
保
全
樹
木
等
基
準
に
該
当
す
る
樹
木
又
は
樹
林
地
等
を
保
全

こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す

第
四
十
三
条
に
お
い
て
「
所
有
者
等
」
と
い

げ
る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
「
樹
木
等

う
。
）
を
締
結
し
て
、
当
該
樹
木
又
は
樹
林

う
こ
と
が
で
き
る
。

一
樹
木
等
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
樹
木

木
」
と
い
う
。
）
又
は
樹
林
地
等
の
区
域

除
く
。
）
を
有
す

す
る
た
め
、

都
市
緑
地
法

び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
市
町
村
又
は

（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
六
十
九

理
協
定
の
締
結
等
）

低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
第
七
条
第
三
項
第
四

る
者
（
次
項
及
び

所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
と
次
に
掲

（
以
下
「
樹
木
等
管
理
協
定
」
と
い

該
樹
木
又
は
樹
林
地
等
の
管
理
を
行

利

（
一

時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た

旺
呆
全
・
鼠
化
准
住

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
認
可
）

第
四
十
条
市
町
村
長
は
、
第
三
十
八
条
第
四
項
の
樹
木
等
管
理
協
定
の
認

可
の
申
請
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
樹
木

等
管
理
協
定
を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
申
請
手
続
が
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

二
樹
木
等
管
理
協
定
の
内
容
が
、
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
縦
覧
等
）

第
三
十
九
条
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
樹
木
等
管
理
協
定
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
前
条
第
四
項
の
樹
木
等
管
理
協
定
の
認
・

可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
９１

そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
・

間
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
関
係
人
は
、
同
項
の
縦

覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
に
つ
い
て
、
市
町
村

又
は
市
町
村
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
樹
木
等
管
理
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
都
市
緑
地
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
と
の
調
和
が
保

た
れ
、
か
つ
、
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
七
条
第
二

項
第
二
号
二
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
．

二
協
定
樹
木
等
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
第
一
項
の
緑
地
保
全
・
緑
化
推
進
法
人
が
樹
木
等
管
理
協
定
を
締
結
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ー



（
樹
木
等
管
理
協
定
の
効
力
）

第
四
十
三
条
第
四
十
一
条
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
告
の
あ
っ
た
樹
木
等
管
理
協
定
は
、
そ
の
公
告
の
あ
っ

た
後
に
お
い
て
当
該
樹
木
等
管
理
協
定
に
係
る
協
定
樹
木
等
の
所
有
者
等

と
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
公
告
等
）

第
四
十
一
条
市
町
村
又
は
市
町
村
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
樹
木
等
管
理
協
定
を

締
結
し
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
た
と
き
は
、
国
士
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
樹
木
等
管

理
協
定
の
写
し
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
備
え
て
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
協
定
樹
木
に
あ
っ
て
は
協
定
樹
木
で
あ
る
旨
を

そ
の
存
す
る
場
所
に
、
協
定
区
域
内
の
樹
林
地
等
に
あ
っ
て
は
協
定
区
域

で
あ
る
旨
を
そ
の
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
樹
木
等
管
理
協
定
の
変
更
）

第
四
十
二
条
第
三
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定

は
、
樹
木
等
管
理
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

う
（
》
０

【連携法
対象用例

新第6条～第8条関係（協定スキーム総論） 】
協定スキームの例4 ： 「○○に関する協定を締結」の例

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定

第
四
十
一
条
移
動
等
円
滑
化

内
の
一
団
の
土
地
の
所
有
者

所
有
を
目
的
と
す
る
借
地
権

権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一

が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。

を
有
す
る
者
（
…
以
下
「
士

は
、
そ
の
全
員
の
合
意
に
よ

○
高
齢
者
Ｆ
障
害
者
等

律す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
土
地
…
の
区
域
内
に
借

地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
が
あ
る
場
合
…
に
お
い
て

は
、
当
該
借
地
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
の

合
意
を
要
し
な
い
。

２
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
目
的
と
な
る
土
地
の
区
域
（

以
下
「
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
」
と
い
う
。
）
及
び

経
路
の
位
置

二
次
に
掲
げ
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
経
路
の
整
備
又
は

管
理
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
必
要
な
も
の

イ
前
号
の
経
路
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
基
準

ロ
前
号
の
経
路
を
構
成
す
る
施
設
三
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要

な
設
備
を
含
む
。
）
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項

ハ
そ
の
他
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
経
路
の
整
備
又
は
管

理
に
関
す
る
事
項

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法

（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）

り
、
当
該
土
地
の
区
域
に
お
け
る

の
締
結
等
）

促
進
地
区
内
又
は
重
点
整
備
地
区

及
び
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の

そ
の
他
の
当
該
土
地
を
使
用
す
る

時
使
用
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と

以
下
「
借
地
権
等
」
と
い
う
。
）

地
所
有
者
等
」
と
総
称
す
る
。
）
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（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
変
更
）

第
四
十
四
条
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
内
に
お
け
る
土
地
所
有
者
等

…
は
、
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
員
の
合
意
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
定
め
、

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
認
可
）

第
四
十
三
条
市
町
村
長
は
、
第
四
十
一
条
第
三
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
申
請
手
続
が
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

二
土
地
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
。

三
第
四
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
市
町
村
長
は
、
第
四
十
一
条
第
三
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
主
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
移
動
等

円
滑
化
経
路
協
定
を
当
該
市
町
村
の
事
務
所
に
備
え
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
と
と
も
に
、
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
で
あ
る
旨
を
当
該
移
動

等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
の
申
請
に
係
る
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
縦
覧
等
）

第
四
十
二
条
市
町
村
長
は
、
前
条
第
三
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き

‐
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
移

動
等
円
滑
化
経
路
協
定
を
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
関
係
人
の
縦
覧
に
供
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

三
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
有
効
期
間

四
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

３
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
は
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
・
‐

（
土
地
の
共
有
者
等
の
取
扱
い
）

第
四
十
九
条
（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
廃
止
）

第
四
十
八
条
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
…
は
、

第
四
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
十
四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
移
動
等

円
滑
化
経
路
協
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
半

数
の
合
意
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
定
め
、
市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
長
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
認
可
の
公
告

経
路
協
定
に
加
わ
る
手
続
等
）

第
四
十
七
条
（
略
）

２
～
３
（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
効
力
）

第
四
十
六
条
第
四
十
三
条
第
二
項
…
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
っ

た
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
は
、
そ
の
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
当
該

移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
と
な
っ
た
者
…
に
対

し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
か
ら
の
除
外
）

第
四
十
五
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

市
町
村
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
あ
っ
た
後
移
動
等
円
滑
化
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（
借
主
の
地
位
）

第
五
十
一
条
（
略
）

（
一
の
所
有
者
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
一
一
融
定
）

第
五
十
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

【連携法新第6条第1項関係】
対象用例： 「○○における教育との円滑な接続」の例

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
）

第
十
条
（
略
）

２
主
務
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

の
教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を

定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
幼
稚
園
教
育
要
領
及
び
児
童
福
祉
法
第

四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
児
童
福
祉
施
設
に
関
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
育
所

に
お
け
る
保
育
の
内
容
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
と
の
整
合
性
の

確
保
並
び
に
小
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校

を
い
う
。
）
及
び
義
務
教
育
学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定

○
就
学
前
⑰
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）

す
る
義
務
教
育
学
校
を
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
と

続
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

の
円
滑
な
接
↑２２口



【連携法新第6条第1項関係】
対象用例：課程を「置く」の例

第
八
十
三
条
の
二
（
略
）

②
（
略
）

第
八
十
七
条
（
略
）

②
国
判
劃
刷
偶
制
引
謝
劉
１
飼
料
劃
圃
閻
制
引
謝
劉
１
剰
判
剖
刷

③
専
門
職
大
学
に
は
、
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
程
を

置
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
学
校
教
育
法

て
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
修
業
年
限
は
、

六
年
と
す
る
。

蝦
末

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に

つ
い

【連携法新第6条第1項関係】

対象用例： 「教育の実施」の例

○
駐
留
軍
竺
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

令

（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
八
号
）

第
七
条
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
～
六
（
略
）

七
法
別
表
七
の
項
に
規
定
す
る
建
物
の
新
築
、
増
築
及
び
改

築
又
は
施
設
の
整
備
で
あ
っ
て
、
駐
留
軍
等
の
再
編
に
よ
る

児
童
若
し
く
は
生
徒
の
数
の
増
加
を
考
慮
し
て
円
滑
な
教
育

の
実
施
の
観
点
か
ら
速
や
か
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
な
も

の
又
は
再
編
関
連
特
定
防
衛
施
設
若
し
く
は
そ
の
周
辺
地
域

に
お
い
て
駐
留
軍
若
し
く
は
自
衛
隊
の
活
動
に
伴
い
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
円
滑
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
駐

留
軍
等
の
再
編
に
伴
い
速
や
か
に
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
な

も
の

２
．
３
（
略
）

－23－
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」 という。 ） jの例

【連携法新第6条第2項関係（第1号） 】
対象用例： 「○○協定の目的となるA(以下「A'

観
重
要
樹
木
（
以
下
「
協
定
樹
木
」
と
い
う
。
）

二
協
定
建
造
物
又
は
協
定
樹
木
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事

項
三
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

２
管
理
協
定
の
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
協
定
建
造
物
又
は
協
定
樹
木
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
。

二
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

国
士
交
通
省
令
（
都
市
計
画
区
域
外
の
協
定
樹
木
に
係
る
管

理
協
定
に
あ
っ
て
は
、
国
士
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
。

以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
景
観
整
備
機
構
が
管
理
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
景
観
行
政
団
体
の
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
管
理
協
定
の
締
結
等
）

第
三
十
六
条
景
観
行
政
団
体
又
は
景
観
整
備
機
構
は
、
景
観
重

要
建
造
物
又
は
景
観
重
要
樹
木
の
適
切
な
管
理
の
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
景
観
重
要
建
造
物
又
は
景
観
重

要
樹
木
の
所
有
者
（
所
有
者
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の

全
員
。
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
次
に
掲
げ

る
事
項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
「
管
理
協
定
」
と
い
う
。
）
を

締
結
し
て
、
当
該
景
観
重
要
建
造
物
又
は
景
観
重
要
樹
木
の
管

理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
景
観
法

一

定
建
造
物
」

管
理
協
定
の
目
袖

と
い
声
フ
。
）

又
は
管
理
協
定
の
目
的
と
な
る
景

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）

【連携法

対象用例

新第6条第2項関係（第2号） 】

「～な教育を行うための教育課程の編成」の例

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る

第
二
十
二
条
第
九
条
か
ら
第
十
二

前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
諭
等

寄
宿
舎
指
導
員
及
び
事
務
職
員
の

て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と

り
算
定
し
た
数
に
そ
れ
ぞ
れ
政
令

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

め
る
数
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
公
立
の
高
等
学
校
に
お
い
て

等
学
校
に
お
い
て

定
に
関
す
る

○
公
立
高
等
学
校
の
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

教
育
課
程

五
（
略
）

の
編
成
に
つ
い
て
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
↑４２

多
様
な
教
育
を
行
う
た
め
の

特
例
）

か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
か
ら

よ
り
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
実
習
助
手
、

事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い

情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
数
を
加
え
、
又
は

り
算
定
し
た
数
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定



【連携法

対象用例
新第6条第2項関係（第3号） 】
「○○の実施のために必要な協力」の例

（
認
可
特
定
地
域
計
画
に
定
め
詩

第
八
条
の
三
（
略
）

２
（
略
）

３
認
可
特
定
地
域
計
画
を
作
成
．

議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
一

達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
，

者
以
外
の
当
該
認
可
特
定
地
域
到

業
所
を
有
す
る
一
般
乗
用
旅
客
｛

認
可
特
定
地
域
計
画
に
定
め
ら
江

と
さ
れ
た
者
以
外
の
者
に
対
し
、

可
特
定
地
域
計
画
を
作
成
し

地
域
計
画
に
定
め
ら

○
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
敵
乗
用
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）

請
す
る

た
協
議
会
（
以
下
「
認
可
協

」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
可
特
定
地
域
計
画
の
目
標
を

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
合
意
事
業

外
の
当
該
認
可
特
定
地
域
計
画
に
係
る
特
定
地
域
内
に
営

を
有
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
当
該

特
定
地
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
活
性
化
措
置
の
実
施
主
体

》
」

と
が
で
き
る
。

れ
た
事
項
の
実
施
）

（
略
）

各
自
到
車
運
送
事
業
の
供
給
瞼
供

当
該
認
可
特
定
地
域
計
画
に

を
要

【連携法
対象用例

新第6条第2項関係（第5号） 】
「 （人）を対象とする○○」の例

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
～
六
（
略
）

七
青
少
年
教
育
に
関
す
る
団
体
に
対
し
て
当
該
団
体
が
行
う

次
に
掲
げ
る
活
動
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金

を
交
付
す
る
こ
と
。

イ
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

2

ｐ
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
読
書
会
の
開
催
そ
の
他
の
子
ど

も
の
読
書
活
動
の
振
興
を
図
る
活
動

ハ
（
略
）

（
略
）

1

●
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【連携法新第6条第2項関係（第5号） 】

対象用例： 「入学者選抜」の例

（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

第
二
条
（
略
）

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院

で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。

曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
坐

大
学
院
の
創
意
を
も
っ
て
、

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
退
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

及
び
多
様
性
の
確
保
に
配
畢

い
、
少
人
数
に
よ
る
密
度
（

曹
と
し
て
の
実
務
に
必
要
坐

論
の
能
力
を
含
む
。
次
条
壁

に
法
律
に
関
す
る
実
務
の
》

理
論
的
か
つ
実
践
的
な
教
一

で
厳
格
な
成
績
評
価
及
び
権

二
・
三
（
略
）

確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行

よ
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法

務
に
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁

む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の

践
的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上

評
価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

【連携法

対象用例

新第6条第3項関係】

協定の認定要件について「A項の認定に係る申請が（要件）に該当するときは～
認定をする」 と規定しつつ、A項では「申請」の文言を用いていない例 ．

（
環
境
保
全
型
古

第
二
十
一
条
沖
毎

係
る
案
内
及
び
皿

自
然
体
験
活
動
一

協
定
」
と
い
う
。

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

（
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係
る
保
全
利
用
協
定
）

第
二
十
一
条
沖
縄
に
お
い
て
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に

係
る
案
内
及
び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
環
境
保
全
型

自
然
体
験
活
動
の
実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
保
全
利
用

ラ
（
）
○

２
～
４

（
略
）

５
沖
縄
県
知
事
は

認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五
（
略
）

、 ー

第
一
項
の
認
定
に
係
る
申
請
が
次
の
各

’
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【連携法新第6条第3項関係（第2号） 】
対象用例： 「単位の修得」の例

第
百
四
条
（
略
）

②
～
⑥
（
略
）

⑦
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位

学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の

し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
学
位
を
授
与
す

一
短
期
大
学
（
専
門
職
大
学
の
前
期
課

は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
専

に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
又
は
こ 位

学
に
お
け
る
一
定
の
単
位
の
修
得
又

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
学

し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す

二
（
略
）

⑧
（
略
）

第
八
十
八
条
大
学
の
学
生
以
外
の
者
と
し
て
一
の
大
学
に
お
い
て

一
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
が
当
該
大
学
に
入
学
す
る
場
合
に
お

○
学
校
教
育
法

い
て
、
当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
当
該
大
学
の
教
育
課
程
の
一
部

を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
得
し
た
単
位
数
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て

大
学
が
定
め
る
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
、
当
該
大
学
の
修
業
年
限
の
二
分
の
一
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

授
与
機
構
は
、
文
部
科

の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対

す
る
も
の
と
す
る
。

課
程
を
含
む
。
）
若
し
く

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
、
大

は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

習
を
行
い
、
大
学
を
卒
業

る
と
認
め
る
者
学
士

【連携法新第6条第3項関係（第2号） 】

対象用例： 「修得の状況」の例

（
免
許
状
の
授
与
の
手
続
等
）

第
五
条
の
二
免
許
状
の
授
与
．

に
授
与
権
者
が
定
め
る
書
類

も
の
と
す
る
。

２
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
』

該
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
』

に
定
め
る
特
別
支
援
教
育
医

別
支
援
教
育
科
目
」
と
い
う
〈

別
支
援
教
育
科
目
」
と
い
う
。

特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免

許
状
の
授
与
を

○
教
育
職
員
免
許
法

）
の
修
得
の
状
況
又
は
教
育
職
員

検
定
の
結
果
に
応
じ
て
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
一
又
は
二
以
上
の
特
別
支
援
教
育
領
域
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

３
（
略
）

許
状
の
授
与
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
別
表
第
一
の
第
三
欄

に
定
め
る
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
（
次
項
に
お
い
て
「
特

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書

定
め
る
書
類
を
添
え
て
、
授
与
権
者
に
申
し
出
る

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
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【連携法
対象用例

新第6条第3項関係（第2号） 】

「状況を踏まえた」の例

附
則
（
平
成
二
五
年
五
月
一
○
日
法

（
見
直
し
）

第
四
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附
則
第
八
条

す
る
特
定
業
務
に
係
る
同
法
の
規
定
に
つ

の
施
行
後
七
年
以
内
に
、
国
際
的
な
規
樟

会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
の

該
規
定
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、

て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す

の
招
致
又
は
そ
の
開
催
の

五
年
五
月
一
○
日
法

よ
る
改
正
後
の

○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

状
況
を
踏
ま
え
た
当

的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

か
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 律

第
一

独
立
行
政
法
人
日
本

法
附
則
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定

法
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律

国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技

一
号
）
抄

【連携法第6条第3項関係（第3号） 】

対象用例： 「○○の不利益となる」の例

（
機
構
の

第
四
十
条

た
も
の
と

届
出
を
し

構
代
理
貯

金
者
に
係

理
債
権
」

の
行
為
（

機
構
代
理

に
関
す
る

機
構
代
理

理
債
権
に

債
権
に
係

よ
う
と
す

定
申
立
て

債
権
査
定

代
理
債
権

民
事
訴
訟

掲
げ
る
訴

債
権
に
係

に
係

○
農
水
産
業
協
同
組
合

る
機
構
代
理
貯
金
者
の
不
利
益
と
な
る

と
す
る
と
き
、
又
は
機
構
代
理
債
権
に
係
る

立
て
（
破
産
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規

査
定
申
立
て
を
い
う
。
）
を
取
り
下
げ
、
若

債
権
に
係
る
破
産
債
権
の
確
定
に
関
す
る
訴

訴
訟
法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く

る
訴
訟
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

に
係
る
機
構
代
理
貯
金
者
の
授
権
が
な
け
れ

権
限
機
構
み
な
た
貯
金
者
る
貯
と
い
破
産
債
権
行
為
債
権
関
す
る
機
る
と
（
破

申
立
に
係
法
第
訟
行
る
賎

）

は
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
が
あ
っ

さ
れ
る
貯
金
等
債
権
に
係
る
債
権
者
（
参
加
の

金
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
露

」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
、
当
該
機
構
代
理
貯

金
等
債
権
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
機
構
代

う
。
）
を
も
っ
て
、
破
産
手
続
に
属
す
る
一
切

債
権
の
調
査
に
お
い
て
機
構
が
異
議
を
述
べ
た

に
係
る
破
産
債
権
の
確
定
に
関
す
る
裁
判
手
続

を
除
く
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

に
係
る
届
出
を
取
り
下
げ
、
若
し
く
は
機
構
代

る
届
出
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
機
構
代
理

お
い
て
「
機

機
構
代
理
貯

て
「
機
構
代

属
す
る
一
切

議
を
述
べ
た

る
裁
判
手
続

。
た
だ
し
、

く
は
機
構
代

該
機
構
代
理

の
再
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
五
号
）

ゞ

変
更
を
加
え
肥

破
産
債
権
査
・

定
す
る
破
産

し
く
は
機
構

訟
に
お
い
て

は
第
二
号
に

該
機
構
代
理

ぱ
な
ら
な
い
。

垂一一 一畢口■



【連携法
対象用例

第6条第3項関係（第3号） 】

「～とならないよう配慮」の例

第
三
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
経
済
産
業
大
臣
は
、
調
達
価
格
等
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

第
三
十
六
条
の
賦
課
金
の
負
担
が
電
気
の
使
用
者
に
対
し
て
過

○
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関

す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）

重
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
～
Ⅲ
（
略
）

（
認
定
基
準
等
）

第
六
条
所
管
行
政
庁
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

三
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
住
宅
が
良
好
な
景
観
の
形
成
そ
の

他
の
地
域
に
お
け
る
居
住
環
境
の
維
持
及
び
向
上
に
配
慮
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
六
（
略
）

２
～
７
（
略
）

○
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
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【連携法第6条第3項関係（第4号） 】

対象用例： 「○○に資するものとして○○省令で定める基準に適合するものであること。 」の例

（
環
境
保
全

第
二
十
一
条

る
案
内
及
び

体
験
活
動
の

と
い
う
。
）

旨
の
沖
縄
県

２
～
５
（
略

５
沖
縄
県
知

の
い
ず
れ
に

を
す
る
も
の

一
沖
縄
振

二
協
定
区

る
案
内
及

用
協
定
に

三
協
定
区

と
そ
の
他

、
す
る
，
も
り

I
○
沖
縄
振
興
特

の
で
あ
る
こ
と
。

四
保
全
利
用
協
定
の
内
容
が
不
当
に
差
別
的
で
な
い
こ
と
。

五
保
全
利
用
協
定
の
内
容
が
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

６
～
９
（
略
）

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

全
型
自
然
体
験
活
動
に
係
る
保
全
利
用
協
定
）

沖
縄
に
お
い
て
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係

び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
者
は
、
環
境
保
全
型
自
然

の
実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
保
全
利
用
協
定
」

）
を
締
結
し
、
当
該
保
全
利
用
協
定
が
適
当
で
あ
る

県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
）知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
申
請
が
次
の
各
号

に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定

の
と
す
る
。

振
興
計
画
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

区
域
内
に
お
い
て
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
に
係

及
び
助
言
を
業
と
し
て
行
う
者
の
相
当
数
が
保
全
利

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
。

区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
上
支
障
が
な
い
こ

環
境
保
全

別
措
置
法

型
自
然
体
験
活
動
の
適
正
な
推
進
に
資

【連携法新第8条関係】

対象用例：協定の認定の取消事由として、認定基準への不適合及び協定内容の不履行を規定
している例

（
協
定
の
認

第
七
十
七
条

（
都
市
利
便
増
進
協
定
の
認
定
基
準
）

第
七
十
五
条
市
町
村
長
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
「

協
定
の
認
定
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
請
に
係
る
都
市
利
便
増
進
協
定
が
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
定
の
認
定
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
土
地
所
有
者
等
の
相
当
部
分
が
都
市
利
便
増
進
協
定
に

参
加
し
て
い
る
こ
と
。

二
都
市
利
便
増
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
適
切
で
あ
り
、

か
つ
、
第
四
十
六
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
生

整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
↑

一
一
，
シ
」
○
ハ
Ｕ３

三
都
市
利
便
増
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
前
条
第
二
項
第
・

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
。

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法

す
る
と
き
は
、
協
定
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
認
定
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
が
第
七
十
五
条
各
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

二
認
定
都
市
利
便
増
進
協
定
の
目
的
と
な
る
都
市
利
便
増

進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
が
当
該
認
定
都
市
利

便
増
進
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
行
わ
れ
て
い
な
い

と
認
め
る
と
き
。

定
の
取
消
し
）

市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）



【連携法新第8条関係（第1号） 】
対象用例： 「各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき」の例

（
認
定
の
取
消
し
）

’

第
九
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
認
定
計
画
が
第
五
条
第
六
項
各
号

○
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に

よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）

の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

【連携法新第8条関係（第1号） 】

対象用例： 「第○条第○項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。 」の例

（
勧
告
）

第
二
十
三
条

認
定
協
定

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
て

い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
当
該
認
定
協
定
に
係
る
協
定
区

域
内
に
お
け
る
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
の
適
正
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
協

定
に
係
る
協
定
代
表
者
又
は
単
独
事
業
者
に
対
し
て
、
環
境
保

全
型
自
然
体
験
活
動
の
実
施
の
方
法
の
改
善
、
当
該
認
定
協
定

の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ノ

へ

一

目lj 沖
縄
県
知
事
は
、
環
境
保
全
型
自
然
体
験
活
動
が

条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が

（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

あ
っ
た
と
き
は
、
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【連携法新第8条関係（第1号） 】
対象用例： 「 （次号及び第○条第○項において「○○」 という。 ） 」の例

（
社
債
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
及
び
借
入
金
）

第
十
三
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。

一
会
社
法
第
六
百
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
除
権
決
定

を
得
た
後
に
さ
れ
る
再
発
行
の
請
求
を
受
け
て
、
社
債
の
社

○
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
‐

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
を

発
行
し
た
場
合

二
、
（
略
）

債
券
又
は
日
本
政
策
投
資
銀
行
債
の
社
債
券
（
次
号
及
び
第

【連携法新第8条関係（第2号） 】

対象用例： 「正当な理由がないのに～適切に実施されていないと認めるとき。 」の例

3 2 第
一き て はに四〃-、

れ適整産項 は農準法、係条生

○
主
要
食
糟
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
七
年
政
令
第
九
十
八
号
）

一
一
一

1

施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

認
定
生
産
調
整
方
針
が
法
第
五
条
第
三
項
第
三
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る

，
シ
」
延
雪
。
◎

産
調
整
方
針
の
変
更
等
）

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定

る
生
産
調
整
方
針
に
つ
い
て

農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、

用
す
る
。

林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号

、
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
に

の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
場

調
整
方
針
。
次
号
及
び
第
三

方
針
」
と
い
う
。
）
の
内
容

切
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る 定

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に

た
法
第
五
条
第
二
項
第
二

ノ

を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定

て
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

に
係
る
生
産
調
整
方
針
（
第
一

場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の
生

三
号
に
お
い
て
「
認
定
生
産
調

容
が
、
基
本
指
針
に
照
ら
し
て

る
と
き
。

認
定
生
産
調
整
方
針
に
定
め
ら

号
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に
実

◎
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【連携法

対象用例

新第9条関係】

Aしようとする主体に対する、Aの準備のための援助（協力）について規定して

いる例

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
（
第
十
号
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
っ
て
は
、
第

四
十
八
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四
（
略
）

五
防
災
街
区
整
備
事
業
密
集
市
街
地
に
お
い
て
特
定
防
災

機
能
の
確
保
と
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
を
図
る
た

め
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
建
築

物
及
び
建
築
物
の
敷
地
の
整
備
並
び
に
防
災
公
共
施
設
そ
の

他
の
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
に
附
帯

す
る
事
業
を
い
う
。

六
～
一
五
（
略
）

第
二
百
七
十
三
条
個
人
施
行
者
若
し
く
は
事
業
会
社
と
な
ろ
う

○
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）

街
区
整
備
事
業
の
施
行
の
準
備
又
は
施
行
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ

技
術
的
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
者
は
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
対
し
、
個
人
施ｌ

行
者
、
事
業
組
合
又
は
事
業
会
社
は
市
町
村
長
に
対
し
、
防
災

と
す
る
者
又
は
事
業
組
合
若
し
く
は
事
業
会
社
を
設
立
し
よ
う

れ
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
職
員
の

（
技
術
的
援
助
の
請
求
）

【連携法新第9条関係】

対象用例： 「課程の教育課程」の例

第
四
十
九
条
の
七
義

○
学
校
教
育
法

の
教
育
課
程
に
関
す

九
条
の
三
及
び
前
条

て
準
用
す
る
第
三
十

臣
が
定
め
る
。

〕

務
教
育
学
校
の
前
期

る
事
項
は
、
第
四
十

の
規
定
並
び
に
次
条

条
第
二
項
の
規
定
に

育
学
校
の
前
期

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

課
程
及
び
後
期
課
程

項
は
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
四
十

足
並
び
に
次
条
に
お
い
て
読
み
替
え

二
項
の
規
定
に
従
い
、
文
部
科
学
大

－33－



【連携法新第9条関係】
対象用例： 「参考となる情報の（を）提供」の例

｢

（
開
示
請
求
の
手
続
）

第
十
三
条
開
示
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
以
下
「
開
示
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
独
立
行
政
法
人
等
に

提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
（
略
）

２
（
略
）

３
独
立
行
政
法
人
等
は
、
開
示
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
請

求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の

補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
独
立

○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
α
保
護
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）

情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
法
人
等
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る

ノ

1

I
i

【連携法新第10条関係】

対象用例： 「 （対象）の（動作性名詞）及び（対象）の（動作性名詞）に資するよう」の例

（
整
理
）

第
五
条
（
略
）

２
行
政
機
関
の
長
は
、

○
公
文
書
箸
の
管
理
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
行
政
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、

相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ

く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集
合
物

（
以
下
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
ま
と
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う

ノ

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び

、
単
独
で
管
理
す
る

‐34－



【連携法新第10条関係】
対象用例： 「入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保」の例

第
一も接国を幅のべ由進二へ

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
這
携
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

法
曹
養
成
の
基
坐

条
法
曹
の
養
《

展
そ
の
他
の
内
“

か
つ
公
正
な
社

き
役
割
が
よ
り
一

要
請
に
こ
た
え
一

広
い
教
養
、
国

備
え
た
多
数
の

の
機
関
、
大
学
一

な
連
携
の
下
に
』

の
と
す
る
。

法
科
大
学
院

六
号
）
第
九
十
．

っ
て
、
法
曹
に

す
る
も
の
を
い
》

の
た
め
の
中
檬

意
を
も
っ
て
、
｜

確
保
に
配
慮
し
、

る
密
度
の
高
じ

必
要
な
学
識
及

条
第
三
項
に
お

の
基
礎
的
素
養

教
育
を
体
系
的

び
修
了
の
認
定

も
っ
て
、
入 本

学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の

に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ

度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
に

な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務

礎
的
素
養
を
掴
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践
的
な

を
体
系
的
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
厳
格
な
成
績
評
価
及

了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

理
念
）

成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の

外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自

会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す

重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民

る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識
、

際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫
理

法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の
密

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る

（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成

的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創

【連携法新第10条関係】

対象用例： 「実施方法、実施時期」の例

（
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
作
成
等
）

第
四
条
市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
地
域
連
携
保
全
活

動
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
地
域
連

携
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
域
連
携
保
全
活

動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
区
域

二
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
の
目
標

三
第
一
号
の
区
域
に
お
い
て
市
町
村
又
は
生
物
の
多
様
性
を
保

全
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利

活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
非
営
利
活
動
法

人
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
地
域
連
携
保
全
活
動
の
実
施
場
所

多
様
性
を
保

特
定
非
営
利

○
地
域
に
だ
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保

全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
）

実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
そ
の
他
地
域
連
携
保
全
活
動
に
関
す

る
事
項

四
前
号
の
地
域
連
携
保
全
活
動
に
係
る
国
又
は
都
道
府
県
と
の

連
携
に
関
す
る
事
項

五
計
画
期
間

３
～
魁
（
略
）

1

・

第
二
項
に
規
開

準
ず
る
者
と
一

営
利
活
動
法

の
実
施
場
所
、

活
動
に
関
す



【連携法新第10条関係】
対象用例： 「○○に対する適切な○○を（する） 」の例

（
機
構
の
目
的
）

第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
［
機
構
」

と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
資

の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

の
学
生
並
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専

門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同

じ
・
）
が
学
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の

事
項
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も

に
、
留
学
生
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の

留
学
生
の
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

ぶ
学
生
等
に
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て

次
代
の
社
会
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材

の
育
成
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

の
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学

【連携法新第10条関係（第1号） 】

対象用例： 「就業者」の例

（
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
の
抑
制
等
）

第
十
三
条
大
学
の
設
置
者
又
は
大
学
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

特
定
地
域
外
の
地
域
に
お
け
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
を
促
進
す

る
た
め
、
特
定
地
域
内
に
お
け
る
大
学
の
学
部
の
設
置
、
特
定
地

域
外
か
ら
特
定
地
域
内
へ
の
大
学
の
学
部
の
移
転
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
（
特
定
地
域
内
に
校
舎
が

所
在
す
る
大
学
の
学
部
の
学
生
の
収
容
定
員
の
う
ち
、
当
該
校
舎

で
授
業
を
受
け
る
学
生
に
係
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
収
容
定
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則

第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
増
加
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二
（
略
）
６
３

三
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
国
際
競
争
力
の
向
上
、
実
践
的
ゞ

な
教
育
研
究
の
充
実
そ
の
他
の
教
育
研
究
の
質
的
向
上
を
図
る

た
め
に
外
国
人
留
学
生
又
は
就
業
者
で
あ
る
学
生
に
限
定
し
て

特
定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
場
合
そ
の
他
の
特

定
地
域
内
学
部
収
容
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
特
定
地
域
以

外
の
地
域
に
お
け
る
若
者
の
著
し
い
減
少
を
助
長
す
る
お
そ
れ

が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

○
地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機
会
の
創
出
に
よ

る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）



【連携法新第10条関係（第1号） 】
対象用例： 「職業経験」の例

（
職
業
訓
練
実
施
計
画
）

第
三
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
求
職
者
に
つ
い
て
、
そ
の
知
識
、

職
業
経
験
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
た
職
業
訓
練
を
受
け
る
機
会
を

十
分
に
確
保
す
る
た
め
、
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓

練
そ
の
他
の
特
定
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
し
重

要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
（
以
下
「
職
業
訓
練
実
施
計
画
」
と
い

う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
５
（
略
）

○
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
価
就
職
の
支
援
に
関
す

る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）

0

【連携法新第10条関係（第2号） 】
対象用例： 「 （学問分野）を履修する課程」の例

（
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
並
び
に
そ
の
額
及
び
利
率
）

第
二
条
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

す
る
課
程
又
は
法
科
大
学
院
（
専
門
職
大
学
院
で
あ
っ
て
、
法
曹

に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
学
を
履
修
す
る
課
程

に
在
学
す
る
者
に
対
す
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
額
を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
課
程
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額

（
機
構
の
定
め
る
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
貸
与
を

受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

そ
の
場
合
に
お
け
る
利
率
は
、
年
当
た
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

算
式
に
よ
り
算
定
し
た
利
率
と
す
る
。
７３

※
表
（
略
）

３
（
略
）

２
私
立
の
大
学
の

幽
学
、
薬
学
若
し
く
は
獣
医
学
を
履
醍



【連携法新第10条関係（第2号） 】
対象用例： 「課程以外の課程」の例

第
九
十
条
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
高
等
学
校
若

し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に

○
学
校
教
育
法

よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の

課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含

む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

２
（
略
）

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

【連携法

対象用例

新第1 1条関係】

「○○は、～するときは、○○が○○を踏まえたものとなるよう意を用いなけれ
ばならない。 」の例

第
五
条

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る

法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５
（
略
）

ｌ
価
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
科
大
学
院
評
価
基

準
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
（
こ
れ

を
踏
ま
え
て
定
め
ら
れ
る
法
科
大
学
院
に
係
る
同
法
第
三
条

口

研
究
活
動
の
状
況
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う

に
規
定
す
る
設
置
基
準
を
含
む
。
）
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な

（
法
科
大
学
院
の
適
格
認
定
等
）

』

脚
注
第
百
九
条
第
四
項
に
田

』
そ
征
者
正
一
疋
吋

院
の
識
圭
目
課
程
、
識

（
以
下
単
に
「
教
育

－38－



【連携法
対象用例

新第12条第2項関係】

「○○については、○○を含めて行うものとする。 」の例

○
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

（
研
究
所
の
解
散
等
）

附
則
（
平
成
一
九
年
三
月
三
○
日
法
律
第
七
号
）
抄

第
二
条
（
略
）

３
～
６
（
略
）

７
機
構
の
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
に
係
る
通
則
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に

８
～
岨

よ
る

郡
生
ロ
幸
言

（
略
）

【連携法

対象用例
新第12条第2項関係】
「協定の目的となっている○○」の例

（
防
災
街
区
整
備
権
利
移
転
等
促
進
計
画

第
三
十
五
条
促
進
地
区
内
防
災
街
区
整
備

の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
又
は

及
び
当
該
土
地
に
つ
い
て
権
利
の
移
転
等

者
は
、
そ
の
全
員
の
合
意
に
よ
り
、
前
条

る
事
項
を
内
容
と
す
る
協
定
を
締
結
し
た

条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す

意
を
得
た
と
き
は
、
国
士
交
通
省
令
で
定 画

○
密
集
市
筏
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法

律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）

備
権
利
移
転
等
促
進
計
画
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
市
町
村
に
対

し
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

協
定
の
目
紫

’

の
作
成
の
要
請
）

備
地
区
計
画
の
区
域
内

は
賃
借
権
を
有
す
る
者

等
を
受
け
よ
う
と
す
る

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

た
場
合
に
お
い
て
、
同

す
る
者
の
す
べ
て
の
同

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

に
つ
き
、
防
災
街
区
整

‐39－ ＝



【連携法新第12条第2項関係】
対象用例： 「○○において○○が行うこととされている○○」の例

（
許
可
の
有
効
期
間
等
）

第
三
十
六
条
第
三
十
一
条
第
一
項
の
許
可
の
有
効
期
間
（
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
を
受
け
た
許
可
の
有
効
期
間
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
当

該
許
可
の
日
（
許
可
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
更
新
前
の
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
日
の
翌
日
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
年
（
三
年

を
経
過
す
る
前
に
当
該
許
可
を
受
け
た
構
成
事
業
主
（
以
下
「

業
機
会
確
保
事
業
の
実
施
時
期
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実

施
時
期
」
と
い
う
。
）
の
終
了
す
る
日
が
到
来
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
実
施
時
期
の
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
）
と
す
る
。

２
～
５
（
略
）

○
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
孑
抵
律

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）

送
出
事
業
主
」
と
い
う
。
）
に
係
る
認
定
計
画
に
お
い
て
当
該

【連携法新第12条第2項関係】
対象用例：実施状況を評価することとしている例

（
農
地
中
間
管
理

第
六
条
農
地
中
間

委
員
会
を
置
か
な

２
農
地
中
間
管
理

○
農
地
中
尉
管
理
事

の
実
施
状
況
を
評

農
地
中
間
管
理
機

’
I

業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号

事
業
評
価
委
員
会
の
設
置
）

管
理
機
構
に
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
評

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
評
価
委
員
会
は
、
農
地
中
間
管
理
事

価
し
、
こ
れ
に
関
し
必
要
と
認
め
る
意
見

構
の
代
表
者
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を業価
ー

－40‐
｜



【連携法

対象用例
新第13条第3項関係】

「 （法律）に規定する (A省令）を定め、又はこれを改廃しようとするとき」に
A大臣がB大臣に通知し、B大臣が意見を述べることができるとしている例

二
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
評

価
を
行
う
者
の
認
証
の
基
準
に
係
る
学
校
教
育
法
第
百
十

条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大

学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う

者
を
認
証
し
、
又
は
同
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
認
証
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
。

３
．
４
（
略
）

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

第
六
条
法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に

お
け
る
教
育
の
充
実
及
び
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司

法
試
験
と
の
有
機
的
連
携
の
確
保
を
図
る
た
め
、
相
互
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
制
鯏
訓
創
劉
詞
矧
到
国
州
剛
ｌ
洲
削
叫
卿
剰
、
刻
削
淵
割
引
旧
州
則
ｌ
洲
割
引
州
利
叫

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
り
連
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

き’
。

久
一
「

｜

桟
大
臣
同
文
割

【連携法新第13条第5項関係】
対象用例：大臣間で相互に協議する手続きを定めている例

（
定
義
等
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
広
域
処
理
場
」
と
は
、
二
以
上
の

都
府
県
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
に
よ
る
海
面
埋
立
て
を
行
う
た

め
の
施
設
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。

｜
～
四
（
略
）

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
広
域
処
理
対
象
区
域
」
と
は
、
一
の
都

府
県
の
区
域
を
こ
え
た
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
が
適
当
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
処
理
の
た
め
に
海
面
埋
立
て
を
行
う
こ
と
が
特
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
を
い
う
。

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
広
域
処
理
場
整
備
対
象
港
湾
」
と
は
、

広
域
処
理
対
象
区
域
に
お
い
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
広

域
処
理
場
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
そ
の
秩
序
あ
る
整
備
に
資
す
る

こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
港
湾
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定

す
る
も
の
を
い
う
。

○
広
域
臨
渡
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）

４
環
境
大
臣
又
は
国
士
交
通
大
臣
は

前
項
に
規
定
す
る
広
域
処
理
対
象
区

象
港
湾
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き

協
議
す
る
ほ
か
、
そ
の
区
域
の
全
部

区
域
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら

は
広
域
処
理
場
整
備
対
象
港
湾
と
す

る
港
湾
の
港
湾
管
理
者
の
意
見
を
聴

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

、
そ
れ
ぞ
れ
、

域
又
は
広
域
処

は
、
あ
ら
か
じ

又
は
一
部
を
広

れ
る
都
府
県
及

る
こ
と
が
適
当

か
な
け
れ
ば
な

同
様
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
、
第
二
項
又
は

は
広
域
処
理
場
整
備
対

め
、
相
互
に

域
処
理
対
象

び
市
町
村
又

と
認
め
ら
れ

ら
な
い
。
こ

－41 －



【連携法新第13条第5項関係】
対象用例： 「収容定員の総数」の例

一

（
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
十
三
条
の
二
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
私
立
の
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
収
容
定
員
（
大
学
に
あ

っ
て
は
、
通
信
教
育
及
び
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
分
野
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
収

変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い

も
の

２
．
３
（
略
）

○
学
校
教
育
法
施
行
令

容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の

五
私
立
の
大
学
の
通
信
教
育
に
係
る
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の

口（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）

【連携法新第13条第5項関係】

対象用例： 「必要があると認めるときは～相互に協議」の例

る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
互
に
協
議
し
、
且
つ
、
関
係
職
員
の
派

遣
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
（
略
）

第
二
十
七
条
海
上
保
安
庁
及
び
警
察
行
政
庁
、
税
関
そ
の
他
の
関

係
行
政
庁
は
、
連
絡
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
、
犯
罪
の
予

○
海
上
保
安
庁
法

防
若
し
く
は
鎮
圧
又
は
犯
人
の
捜
査
及
び
逮
捕
の
た
め
必
要
が
あ

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
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【連携法

対象用例
新第13条第5項関係】

「必要があると認めるときは、○○の意見を聴くことができる」の例

（
障
害
支
援
区
分
の
認
定
）

第
二
十
一
条
（
略
）

２
市
町
村
審
査
会
は
、
前
項
の
審
査
及
び
判
定
を
行
う
に
当
た

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

係
る
障
害
者
等
、
そ
の
家
族
、
医
師
》

剖
卿
刈
斗
別
到
洲
制
釧
引
例
。

医
師
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見

当
該
審
査
及
び
判
定
に

－43－



’

【学校教育法第102条第2項関係】

対象用例：同一条項中において、指し示す対象の異なる「これ」を2回用いている例

②
高
等
学
校
の
専
攻
科
は
、
高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず

る
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
文
部
科

学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
対
し
て
、
精
深
な
程
度
に
お
い
て
、

特
別
の
事
項
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
そ
の
修
業
年
限
は
、
一
年
以
上
と
す
る
。

③
（
略
）

第
五
十
八
条
高
等
学
校
に
は
、
専
攻
科
及
び
別
科
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

第
五
十
七
条
高

学
校
若
し
く
は

を
卒
業
し
た
者

し
た
者
又
は
文 は

○
学
校
教
育
法

と
同
等
以
上
の
学
力
が

こ
れ
に
準
ず
る

者
若
し
く
は
中
等

文
部
科
学
大
臣
の

の
学
力
が
あ
る
と

等
学
校
に
入
学

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

す
る
こ
と
の
で
き

学
校
若
し
く
は
義

教
育
学
校
の
前
期

定
め
る
と
こ
ろ
に

認
め
ら
れ
た
者
と

る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
中

校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校

育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ

め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

』

【学校教育法第102条第2項関係】

対象用例： 「○○に基づき○○と認める」の例

一

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
長
）

第
二
十
七
条
本
部
の
長
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本

部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
と
し
、
内
閣
官
房
長
官

を
も
っ
て
充
て
る
。

２
本
部
長
は
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、
所
部
の
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

○
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対

し
勧
告
し
た
と
き
は
、
当
該
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
そ

の
勧
告
に
基
づ
い
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

５
本
部
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勧
告
し
た
事
項
に
関
し

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、

当
該
事
項
に
つ
い
て
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
意
見
を
具
申
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
本
部
長
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で|’
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【学校教育法第10.2条第2項関係】
対象用例： 「○○するにふさわしい（能力等） 」の例

（
多
様
な
’

第
六
条
念

２
（
略
）

３
政
府
は
、

そ
の
職
責
一

員
を
総
合
坐

「
幹
部
候
坐

る
。
こ
の
埠

成
の
対
象
恥

あ
る
こ
と
－

職
員
へ
の
庁

の
採
用
後
（

な
け
れ
ば
《

一
～
四

４
．
５
念

を 人

○
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
，

（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
）

担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
職

的
か
つ
計
画
的
に
育
成
す
る
た
め
の
仕
組
み
（
以
下

補
育
成
課
程
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
も
の
と
す

場
合
に
お
い
て
、
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
お
け
る
青

と
な
る
者
（
以
下
「
課
程
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で

又
は
課
程
対
象
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
理

任
用
が
保
証
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
な
ら
ず
、
職
員

の
任
用
は
、
人
事
評
価
に
基
づ
い
て
適
切
に
行
わ
れ

な
ら
な
い
。

（
略
）

略
）

材
の

略
）

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
、

登
用
等
）

管
理
職
員
と
し
て

び
経
験
を
有
す
る
職

め
の
仕
組
み
（
以
下

整
備
す
る
も
の
と
す

成
課
程
に
お
け
る
育

者
」
と
い
う
。
）
で

【学校教育法第102条第2項関係】

対象用例： 「能力及び資質」の例

（
研
修
の
根
本
基
準
）

第
七
十
条
の
五
研
修
は
、
職
員
に
現
在
就
い
て

将
来
就
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
官
職
の
職
務
の

知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
、
並
び
に
職
員
の

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な

い
。

２
．
３

○
国
家
公
務
員
法

（
略
）

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

い
る
官
職
又
は

遂
行
に
必
要
な

能
力
及
び
資
質

け
れ
ば
な
ら
な
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【司法試験法新第4条第2項関係（第1号） 】
対象用例： 「課程に在学する者」の例

（
辞
退
事
由
）

第
十
六
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
裁
判
員

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
辞
退
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

三
学
校
教
育
法
第
一
条
、
第
百
二
十
四
条
又
は
第
百
三
十
四

条
の
学
校
の
学
生
又
は
生
徒
（
常
時
通
学
を
要
す
る
課
程
に

○
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
私
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）

在
学
す
る
者
に
限
る
。
）

四
～
八
（
略
）

【司法試験法新第4条第2項関係（第1号） 】
対象用例：法律において、学校教育における科目の単位の修得が国家資格試験における取扱

いと結び付けられている例

第
十
一
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て

（
試
験
の
目
的
及
び
方
法
）

第
九
条
弁
理
士
試
験
は
、
弁
理
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必

要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
目
的
と
し
、
次
条
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
っ
て
、
短
答
式
（
択
一
式
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
論
文
式
に
よ
る
筆
記
並
び
に
口
述
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
試
験
の
内
容
）

第
十
条
短
答
式
に
よ
る
試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い

て
行
う
。

一
特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
及
び
商
標
（
以
下
こ
の
条
並

び
に
次
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
工
業
所
有

権
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
令

二
工
業
所
有
権
に
関
す
る
条
約

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
弁
理
士
の
業
務
を
行

う
の
に
必
要
な
法
令
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の

２
論
文
式
に
よ
る
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し

た
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
工
業
所
有
権
に
関
す
る
法
令

二
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
又
は
法
律
に
関
す
る
科

目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

３
口
述
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
き
、
工
業

所
有
権
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
行
う
。

○
弁
理
士
法

は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試

（
試
験
の
免
除
）

（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
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験
を
免
除
す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
学
校
教
育
法

院
の
課
程
を
修

の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
に
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う

短
答
式
に
よ
る
試
験

五
・
六
（
略
）

了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
大
学
院
に
お
い
て
経
済
産

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学

【司法試験法新第4条第2項関係（第1号イ） 】

対象用例： 「所定○○」の例

（
所
定
給
付
日
数
）

第
二
十
二
条
一
の
受
給
資
格
に
基
づ
き
基
本
手
当
を
支
給
す
る

○
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

日
数
（
以
下
「
所
定
給
付
日
数
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
数
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

２
～
５
（
略
）
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【司法試験法新第4条第2項関係（第1号イ） 】

対象用例： 「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を
有するかどうかを判定」の例

第
一
条
司
法
試
験
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な

○
司
法
試
験
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
司
法
試
験
の
目
的
等
）

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
国
家
試
験
と

す
る
。

【司法試験法新第4条第2項関係（第1号イ） 】
対象用例： 「必要なものとして○○省令で定める科目の単位」の例

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）
備
考

一
～
三
（
略
）

四
こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く

は
高
等
学
校
の
教
諭
の
専
修
免
許
状
若
し
く
は
一
種
免
許
状
又

は
幼
稚
園
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
の
教
諭
の
二
種
免
許
状

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
教
員
養
成
機
関
に
お
い
て
修
得
し

て
い
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
（
別
表
第
二
及
び
別
表
第

二
の
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
）
・

五
～
八
（
略
）

○
教
育
職
員
免
許
法

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
こ

つ
い
て
は
、

Ｉ

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

特
に
必
要
な
も

を
大
学
又
は
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【司法試験法新第4条第2項関係（第1号口） 】
対象用例： 「行われる日」の例

第
十
九
条
（
略
）

２
清
算
中
の
内
国
法
人
に
っ

合
に
は
、
当
該
内
国
法
人
の

す
る
課
税
事
業
年
度
に
係
る

同
項
中
「
二
月
以
内
」
と
あ

日
か
ら
一
月
以
内
に
残
余
財

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の

す
る
。

○
地
方
法
人
税
法

’
I

’
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）

き
そ
の
残
余
財

当
該
残
余
財
産

前
項
の
規
定
の

る
の
は
、
三

産
の
最
後
の
分 財

行
わ
れ
る
日

〆4

産
が
確
定
し
た
場

産
の
確
定
の
日
の
属

の
適
用
に
つ
い
て
は
、

一
月
以
内
（
当
該
翌

分
配
又
は
引
渡
し
が

の
前
日
ま
で
）
・
」
と

【司法試験法新第4条第2項関係（第1号口） 】

対象用例： 「日の属する年の○月○日から」の例

（
仮
徴
収
）

第
百
四
十
条

○
介
護
保
険
松

一
日
か
ら
翌

収
対
象
年
金

す
る
支
払
回

険
者
に
つ
い

の
五
月
三
十

料
額
の
徴
収

そ
の
支
払
に

料
額
に
相
当

よ
り
、
特
別

２
～
４
（
略

I

’

市
町
村
は
、
前
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
別

給
付
の
支
払
の
際
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規

数
割
保
険
料
額
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
第
一
号
被

て
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
支
払
回
数
割
保

に
係
る
老
齢
等
年
金
給
付
が
支
払
わ
れ
る
と
き

係
る
保
険
料
額
と
し
て
、
当
該
支
払
回
数
割
保

す
る
額
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る

）

の
初
日
の
属
す
る
年
の
十

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

月

ま
で
の
間
に
お
け
る
特
別
徴

百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定

収
さ
れ
て
い
た
第
一
号
被
保

日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年

い
て
当
該
支
払
回
数
割
保
険

給
付
が
支
払
わ
れ
る
と
き
は
、

て
、
当
該
支
払
回
数
割
保
険

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に◎
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【司法試験法新第4条第2項関係（第1号口） 】
対象用例： 「一年以内に修了する見込みがある」の例

（
教
育
訓
練
の
修
了
期

第
七
十
五
条
の
十
予
備

て
三
年
を
超
え
な
い
範

に
、
前
条
第
一
項
に
規

る
も
の
と
す
る
。
た
だ

た
者
は
、
当
該
期
限
後

と
認
め
る
予
備
自
衛
官

内
で
当
該
期
限
を
延
長

２
（
略
）

○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

柿

補
に
つ
い
て
、
一

す
る
こ
と
が
で
き

限
等
）

自
衛
官
補
は
、
採
用
の
日
か
ら
起
算
し

囲
内
で
防
衛
大
臣
の
定
め
る
期
限
ま
で

定
す
る
教
育
訓
練
の
す
べ
て
を
修
了
す

し
、
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け

年
を

ブ
（
）
◎

超
え
な
い

範
囲

【司法試験法新第4条第2項関係（第2号） 】
対象用例： 「○○に在学している間に」の例

（
労
働
契
約
法
の
特
例
）

第
七
条
（
略
）

○
大
学
の
蒻
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）

５

２
前
項
の
教
員
等
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に
国
立
大

学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
若
し
く
は
学
校
法
人
又
は
大
学
共
同

利
用
機
関
法
人
等
と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（

当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間

を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
て
い
た
者
の
同
項
の
労
働

契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規

定
す
る
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。
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【司法試験法新第4条第3項関係】
対象用例： 「～場合における○○の規定の適用については、

み替えるものとする。 」の例

｢～」 とあるのは、 「～」 と読

（
日
本
開
発
銀
行
の
利
益

第
五
条
日
本
開
発
銀
行
が

年
法
律
第
百
八
号
）
第
三

和
五
十
六
年
度
か
ら
昭
和

に
お
い
て
準
備
金
を
積
み

開
発
銀
行
の
利
益

○
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
三
十
九
号
）

I

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
千
分
の
七
」
と

訓
別
刷
刻
矧
１
４
判
割
制
到
剴
川
劇
詞
剃
謝
矧
副
剥
渕
制
創
馴
ｑ
ｌ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
、
「
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
三
十
九

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
」
と

す
る
。

金
の
処
分
の
特
例
）

日
本
開
発
銀
行
が
日
本
開
発
銀
行
法
（
昭
和
二
十
六

第
百
八
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭

六
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度

立
て
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規 ’

）

I

【司法試験法新第4条第4項関係】

対象用例： 「課程を退学」の例

（
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
の
失
効
等
）

第
二
十
八
条
（
略
）

２
任
命
権
者
は
、
大
学
院
修
学
休
業
を
し

が
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の
許
可
に
係
る

退
学
し
た
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事

め
る
と
き
は
、
当
該
大
学
院
修
学
休
業
の

の
と
す
る
。

修
学
休
業
を
し

に
係
る

○
教
育
公
震
員
特
例
法

’

て
い
る
主
幹
教
諭
等

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

大
学
院
の
課
程
等
を

め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認

休
業
の
許
可
を
取
り
消
す
も

１
１

の
課
程
等
を

－51 －
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【司法試験法新第4条第4項関係】

対象用例： 「 （～した後の期間を除く。 ） 」の例

第
二
十
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、

け
て
、
通
信
管
理
者
等
に
命
じ
て
、
傍
寺

こ
ろ
に
従
い
傍
受
の
実
施
を
す
る
こ
と
》

の
規
定
に
よ
り
傍
受
の
実
施
を
終
了

く
。
）
内
に
お
い
て
検
察
官
又
は
司
法
鐸

間
（
当
該
期
間
の
終
期
に
お
い
て
第
十
“

受
の
実
施
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
，

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
含
む
。
以
下

う
。
）
に
行
わ
れ
る
全
て
の
通
信
に
つ

の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
変
換
符
号
」

信
の
内
容
を
伝
達
す
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
当
該
暗
号
化
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
一

一
時
的
保
存
を
さ
せ
る
方
法
に
よ
り
、
』

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
傍
受
の
実
」

三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
７
（
略
）

終
了

○
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
払
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

（
一
時
的
保
存
を
命
じ
て
行
う
通
信
傍
受
の
実
施
の
手
続
）

二
十
条
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
受

け
て
、
通
信
管
理
者
等
に
命
じ
て
、
傍
受
令
状
の
記
載
す
る
と

こ
ろ
に
従
い
傍
受
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
（
前
条

｜

’

し
た
後
の
期
間
を
除

司
法
警
察
員
が
指
定
す
る
期

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
傍

き
る
と
き
は
、
そ
の
継
続
す

以
下
「
指
定
期
間
」
と
い

に
つ
い
て
、
第
九
条
第
一
号

符
号
を
用
い
た
原
信
号
（
通

る
。
）
の
暗
号
化
を
さ
せ
、

れ
る
暗
号
化
信
号
に
つ
い
て

り
、
傍
受
を
す
る
こ
と
が
で

の
実
施
に
つ
い
て
は
、
第
十

－52 －



【裁判所法第66条第1項関係】

対象用例： 「○○の規定により試験を受け、これに合格した者」の例

（
准
看
護
師
に
関
す
る
特
例
）

第
百
二
条
（
略
）

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
麩
律

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

Ｉ
し
た
者
に
係
る
准
看
護
師
の
免
許
は
、
沖
縄
県
知
事
が
与
え
る
。

３
～
６
（
略
）

2

一
り
准
看
護
師
試
験
を
琴

【裁判所法第66条第1項関係】
対象用例： 「その合格発表の日」の例

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）

第
四
条
一
（
略
）

二
司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者

の
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経

間
２
（
略
）

○
司
法
試
騎
法

I

’（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

そ
の
合
格
の
発
表

過
す
る
ま
で
の
期
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【裁判所法第66条第1項関係】

対象用例： 「法科大学院（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十九条第二項に規定する専門職大

学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。 ）の課程を修了した」の例

（
司
法
試
験
の
受
験
資
格
等
）

第
四
条
司
法
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
が
で
き

う
（
》
。

○
司
法
試
験
法

者
そ
の
修
了
の
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を

経
過
す
る
ま
で
の
期
間

二
（
略
）

２
（
略
）

一

お
い
て
「
法
科
大
学
院
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
課
程
（
次
項
に

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

■
ｒ
■
■

形
策

〆

｜
’

ト

l

l

夕
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【附則第1条関係（第1号） 】

対象用例：施行期日に係る附則において「第A条第B項の改正規定」 とすることで、第B項中の文言

を改める部分のみを特定し、第A条に係る他の改正事項を含まないこととしている例

第
十
一

税
官
吏
、

第
二
条
第

二
に
掲
げ

別
表
若
し

る
罪
、
同

的
犯
罪
処

に
改
め
、

加
え
る
。
（
弁
護

措
置
）

第
十
一
条

第
十
一
条
弁
護
士
等
に
よ
る
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
本
人

特
定
事
項
の
確
認
、
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
、
取
引
記

録
等
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
こ
れ
ら
を
的
確
に
行
う
た
め

の
措
置
に
相
当
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
二
項
第

四
十
三
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
の

例
に
準
じ
て
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

２
第
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
日

本
弁
護
士
連
合
会
の
会
則
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士
等
が
行
う

本
人
特
定
事
項
の
確
認
に
相
当
す
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す

う
（
》
◎

３
政
府
及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の

移
転
防
止
に
関
し
、
相
互
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）

附
則

（
施
行
期
日
）

条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
収

税
関
職
員
、
徴
税
吏
員
」
を
「
税
関
職
員
」
に
、
「

二
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号

る
罪
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
条
第
三
項
」
を
「

く
は
第
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ

項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
罪
、
組
織

罰
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
」

士
等
に
よ
る
本
人
特
定
事
項
の
確
認
等
に
相
当
す
る

同
条
を
第
十
二
条
と
し
、

I

同
条
の
前
に
次
の
一

条
を ’

I

第
一
条
こ
の
法
律
に
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

※
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
新
た
な
第
十
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

め
る
部
分
を
除
く
。
）
…
公
布
の
日

二
・
三
（
略
）

一
第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改

I

／

6

’
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【附則第2条第1項関係】

対象用例： 「改正後の○○の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、～
前においても、○○の例により行うことができる」の例

附
則

．
（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
（
略
）

○
電
波
法
の
一
ゞ
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
七
号
）

の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
電
波
法
（
以
下
「
新
法
」
と

し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
一

い
声
フ
。
）

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及

別
に
お
い
て
も
、
新
法

前
項
た
だ

【附則第2条第1項関係】

対象用例:A法の一部改正を本則の複数条で行う場合において、当該一部改正法の附則にお
いてA法の略称を「第○条改正後A'法」としている例

第
二
条 （

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

第
二
条
雇
用
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〈
略
）

○
雇
用
街
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
四
号
）

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、

格
（
雇
用
保
険
法
第
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
一
こ

て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
｛

基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
資
格
全

附
則
第
三
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
離
港

以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
三
十
一
条
に
お
い
て
愚

と
い
う
。
）
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
星

と
い
う
。
）
以
後
で
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
》

施
行
日
前
で
あ
る
者
に
係
る
所
定
給
付
日
数
（
雇
画

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
定
給
付
日
数
一

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
一

よ
る
。

条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て

附
則

（
基
本
手
当
の
所
定
給
付
日
数
に
関
す
る
経
過
措
置
）

寄
る
改
正
後
の
弓
雁
而
用
保
除

「
第
一
条
改
正
後
雇
用
保
険

型
項
の
規
定
は
、
受
給
資
一

項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
開

」
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
一

」
が
で
き
る
資
格
を
い
う
。

）
。
）
に
係
る
離
職
の
日
（

条
に
お
い
て
「
離
職
日
」

皿
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

｜
い
て
適
用
し
、
離
職
日
が

坐
給
付
日
数
（
雇
用
保
険
法

》
所
定
給
付
日
数
を
い
う
。

”
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

へ

次



【附則第2条第1項関係】

対象用例： 「 （主体）の（行為）等に関する法律」の略称を「 （行為）法」 としている例

附
則

（
公
害
健
康
被
害
補
償
予

第
三
条
（
略
）

２
機
構
の
成
立
の
際
現
に

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

る
法
律
（
以
下
「
旧
補
償

第
二
項
に
規
定
す
る
基
金

る
。
）
の
う
ち
、
機
構
が

に
必
要
な
資
産
以
外
の
資

国
が
承
継
す
る
。

３
～
岨
（
賂
）

（
以
下
「
旧
補
償
現
に 予

○
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）

法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
八
条
の
二

に
規
定
す
る
基
金
に
係
る
経
理
に
属
す
る
資
産
に
限

の
う
ち
、
機
構
が
そ
の
業
務
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め

な
資
産
以
外
の
資
産
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て

継
す
る
。

（
略
）

協

正
前
の

補
償
法 防

協
会
の
解
散
等
）

に
協
会
が
有
す
る
権
利

（
附
則
第
十
八

【附則第2条第2項関係】

対象用例： 「○○は、～しようとするときは、～（する）ものとする。 」の例

○
産
業
競
争
力
強
化
法

（
新
事
業
活
動
計
画
の
認
定
）

第
十
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

得
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
関
係
行
政
機

関
の
長
は
、
当
該
事
項
が
、
当
該
政
令
又
は
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る

も
の
と
す
る
。

６
（
略
）

５
主
務
大
臣
は
、
新
事
業
活
動
計
画
に
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ

る
事
項
（
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
が
所
管
す
る
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
政
令
又
は
主
務
省
令
で
規
定
さ
れ
た
規
制
の
特
例

措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
の
同
意
を

ノ

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
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附
則

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の

使
用
の
特
例
）

第
十
七
条
農
林
水
産
大
臣
は
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国

有
財
産
を
一
般
会
計
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
附
則
第
三
十
九

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
無
償
と
し
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使

用
さ
せ
る
国
有
財
産
の
範
囲
及
び
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
財

務
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

２
各
省
各
庁
の
長
（
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

一
般
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
使
用
さ

せ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
附
則
第
三
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
無
償

と
し
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
使
用
さ
せ
る
国
有
財
産
の
範
囲
及

び
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す

る
。（

特
許
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
所
管
換
等

の
特
例
）

第
二
十
一
条
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
許
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産

を
一
般
会
計
に
所
管
換
又
は
所
属
替
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
無
償
と
し
て
整
理
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
所
管
換
又
は
所
属
替
を
す
る
国
有
財
産
の
範
囲
及
び
時
期
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）

1

【附則第2条第2項関係】

対象用例： 「この場合において、A大臣は、B大臣に対し、必要な意見を述べることができ

る。 」の例

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

第
六
条
法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に

お
け
る
教
育
の
充
実
及
び
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司

法
試
験
と
の
有
機
的
連
携
の
確
保
を
図
る
た
め
、
相
互
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法

律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
科
大
学
院
に
係
る
学
校
教
育
法
第
三
条
に
規
定
す
る

設
置
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と

き
。

二
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
評

価
を
行
う
者
の
認
証
の
基
準
に
係
る
学
校
教
育
法
第
百
十

条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大

学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う

者
を
認
証
し
、
又
は
同
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
認
証
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
。

３
．
４
（
略
）

’
－58－
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【附則第3条第1項関係】

対象用例： 「法務大臣は、○○の規定による改正後の司法試験法～の法務省令を制定しようとすると
きは、○○の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。 」の例

（
新
司
法

過
措
置
）

第
六
条
法

法
試
験
法

四
号
又
は

は
、
第
二

○
司
法
試
験
法
及
び
裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

ハ
ー
グ
］
●
、
『
〕

附
則
司
法
試
験
の

置
）

（
略
）

務
大
（
以

第
三
条
の

規
定
の
施
行
の
日
前

項下臣
実
施
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
関
す
る
経

は
、
第
二
条
の
規
｛

「
新
法
」
と
い
う
。

の
規
定

’

に
よ
る
改
正
後
の
司

い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
第

に
お
い
て
も
、
司
法
試

【附則第3関係】

対象用例： 「附則第○条に掲げる規定の施行の日前においても、～ことができる」の例

（
協
会
の
準
備
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ

る
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
附

○
雇
用
保
障
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）

協
会
が
管
掌
す
る
船
員
保
険
の
事
業
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行

為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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【附則第4～7条関係】

対象用例： 「司法修習生となる資格を得た」の例

（
法
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
弁
護
士
の
資
格

の
特
例
）

第
五
条
法
務
大
臣
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ

の
後
に
弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
法
務
省
令
で
定
め
る
法
人
が
実

施
す
る
研
修
で
あ
っ
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
の
課
程
を

修
了
し
た
と
認
定
し
た
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

○
弁
護
士
法

一
一

一

司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
後
に
簡
易
裁
判
所
判
事

検
察
官
、
裁
判
所
調
査
官
、
裁
判
所
事
務
官
、
法
務
事
務
官

司
法
研
修
所
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
若
し
く
は
法
務
省

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項

第
三
十
五
号
若
し
く
は
第
三
十
七
号
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
教
官
、
衆
議
院
若
し
く
は
参

議
院
の
議
員
若
し
く
は
法
制
局
参
事
、
内
閣
法
制
局
参
事
官

又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に

よ
る
大
学
で
法
律
学
を
研
究
す
る
大
学
院
の
置
か
れ
て
い
る

も
の
の
法
律
学
を
研
究
す
る
学
部
、
専
攻
科
若
し
く
は
大
学

院
に
お
け
る
法
律
学
の
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
在
っ

た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
に
な
る
こ
と
。

～
四
（
略
）

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）

、 、

【附則第4～7条関係】

対象用例： 「資格を得た者」の例

第
三
条
及
び
の
協
下
こ
る
裁
の
在
る
資
た
後
を
得
司
法
て
は
な
る
の
年
て
は
四
十
事
補

２
～
４

○
判
事
補
ぴ
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

資
格
を
得
た
者

数
）
は
、
裁
判

、
簡
易
裁
判
所

二
条
及
び
第
四

の
在
職
の
年
数

（
略
）

の
二
弁
護
士

大
東
諸
島
に
関

定
の
効
力
発
生

の
条
に
お
い
て

判
官
、
検
察
官

職
の
年
数
の
う

格
を
得
た
後
の

の
も
の
（
沖
縄

た
後
の
在
職
の

修
習
生
の
修
習

そ
の
修
習
課
程

と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球
諸
島

す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間

前
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
令
（
以

「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

ち
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な

在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を
経
過
し

法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格

年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、

と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
つ

を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、
弁
護
士
と

に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
・

所
法
第
四
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
帥

判
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
し
、
同
法
第
一

十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
判

と
み
な
す
。



【附則第4～7条関係】

対象用例： 「高等試験司法科試験に合格した者」の例

○
司
法
試
験
法

附
則

２
旧
高
等
試
験
令
（
昭
和
四
年
勅
令
第
十
五
号
）

十
五
号
）

試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

字
」
△
ロ
ュ
。

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

は
、

に
よ
る
高
等

こ
の
法
律
に
よ
る
司
法 ’

【附則第4～7条関係】

対象用例： 「試験に合格した者を除く。 」の例

附
則
（
平
成
二
三
年
六
月
二
二
日
法
律
第
七
二
号
）
抄

第
十
三
条
（
略
）

２
～
８
（
略
）

９
次
に
掲
げ
る
者
（
次
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
新
特
定

登
録
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福

祉
士
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉

士
法
第
二
条
第
二
項
中
「
介
護
（
喀
疲
吸
引
そ
の
他
の
そ
の
者

が
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
行
為
で
あ
っ
て
、
医
師
の
指

示
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
喀
疾
吸
引
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
介
護
」
と
、
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

第
三
条
第
三
号
中
「
社
会
福
祉
又
は
保
健
医
療
」
と
あ
る
の
は

「
社
会
福
祉
」
と
し
、
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第

四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
（
略
）

二
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
平
成
十
九
年
一
部
改
正
法
附
則
第
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す

る
に
至
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
有
す
る
に
至
っ
た

日
以
後
に
介
護
福
祉
士
の
登
録
を
受
け
た
も
の
（
介
護
福
祉

○
社
会
福
村
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

士
試
験
に
合
格
し

岨
～
皿
（
略
）

た
者
を
除
く
。
）
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